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令和7年度
各課事業取組状況

令和7年４月～令和８年３月までに実施した事業の内容

自己評価

効果と課題 「各課事業取組状況」に記載した事業の効果と課題

「各課事業取組状況」に記載した事業に対する自己評価



基本目標Ⅰ　多様性を認め合う男女共同参画社会の実現に向けた基盤整備

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和7年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

達成期限 令和7年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

1 市広報や講座の開催、資料の発⾏による男⼥共同参画に関する啓
発

 固定的性別役割分担意識の解消をはじめとした男⼥共同参
画社会の実現のため、市広報やホームページ、講座の開催や
資料の発⾏などにより啓発します。

人権推進課  男⼥共同参画社会の実現に向け
て、講座の開催、情報誌の発⾏、
ホームページの掲載、啓発展示に
より啓発する。

情報誌の発⾏4回 令和8年3⽉ 情報誌「こらぼーよ」の発⾏(年4回)

春号「わたしたちの地域づくり」      5,500部
夏号「新しいプランができたよ。読んでね︕」5,500部
秋号「アンペイドワークは⼥性が担うもの︖」5,000部
冬号「みんなのちからを咲かせよう︕」   5,000部

 各講座の詳細については「基本目標ⅠのNo3、No4、
No13」「基本目標ⅡのNo27、No29、No31」「基本目
標ⅤのNo75」を参照。

A

 情報誌は自治会を通じて全⼾回覧す
ることにより、多くの市⺠の⽅にご覧
いただけた。また、講座の予定等も記
載しており、集客にもつながった。
 各講座についても、より充実した内
容となるよう、企画や周知⽅法等の工
夫に努めたい。

2 市の発⾏物などにおける「男⼥共同参画の視点からの表現ガイド
ライン」の活用

 市の発⾏物に「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライ
ン」を活用し、固定的な観念にとらわれないような⽂章表現
やイラストに留意します。

全庁 具体的施策2のシートに記載

― ― ―

人権推進課  公⺠館での出前講座を開催す
る。

出前講座の開催5
回

令和8年3⽉ 公⺠館等で出前講座を5回開催

①7⽉16⽇ 緑が丘町公⺠館出前講座(67人参加)
②8⽉22⽇ 自由が丘公⺠館出前講座(43人参加)
③11⽉18⽇ 中央公⺠館出前講座(51人参加)
④11⽉26⽇ 三⽊南交流センター出前講座(23人参加)
⑤2⽉7⽇ ⻘⼭公⺠館出前講座(26人参加)

A

 公⺠館等の⾼齢者セミナーや⼥性セ
ミナーの受講者を対象に、男⼥共同参
画に関する様々なテーマの講座を開
催。⼤きく頷きながら話を聞く⽅も⾒
受けられ、参加者の意識向上に繋がっ
た。
 より多くの⽅に参加いただくために
も、各施設との連携を強化しながら⽇
程や講師、内容などを工夫したい。

                          自己評価︓A…効果有 B…課題有 C…効果無・未実施

 男⼥共同参画に関する理解を深めるため、公⺠館などでの
生涯学習の場において、出前講座を開催します。

地域への出前講座の開催3
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生涯学習課  公⺠館において、男⼥共同参画
センターと共催で⼥性セミナー、
⾼齢者教室等を実施する。

3回 令和8年3⽉  上記開催のとおり人権推進課と共催で男⼥共同参画出
前講座を年5回実施(※⼥性セミナー、⾼齢者教室等も兼
ねて開催)した。
 また、男⼥共同参画の意識啓発において、市内全施設
(10施設)でパネル展示を⾏った。

A

 専⾨教室は、地域住⺠のニーズに
合った形で実施できている。
 男⼥共同参画の視点を積極的に取り
⼊れて企画・運営を⾏う。

人権推進課  若者・⼥性の地域参画をテーマ
に男⼥共同参画週間記念講演会を
開催する。

 男⼥共同参画週間に合わせ、以下の内容で記念講演会
を開催した。
【⽇ 程】令和7年6⽉28⽇(⼟) 13︓00〜14︓30
【場 所】三⽊市⽴中央公⺠館
【テーマ】若者・⼥性の参画と地域社会の変化
【講 師】横⼭由紀⼦ 先生(兵庫県⽴⼤学教授)
【参加者】52人

B

 20代〜70代と幅広い年代の⽅に参加
いただき、自分の中の「無意識の思い
込み」に気づくきっかけとなる講演会
であった。
 参加者数が少ないため、より多くの
⽅に参加いただくためにも、講演会の
内容や周知⽅法を工夫したい。

4 地域活動への男⼥の参画促進のための広報の充実  地域活動への男⼥の参画をより⼀層促進するための啓発を
⾏います。

 各公⺠館にて、人権推進課と共催のもと男⼥共同参画
出前講座を5回実施し、積極的に意識形成の促進に努め
た。
①7⽉16⽇ 緑が丘町公⺠館 (参加者67人)
「みんなで助かる防災〜私にもできることをかんがえよ
う〜 」講師︓相川  康⼦先生
②8⽉22⽇ 自由が丘公⺠館(参加者43人)
「ジェンダーの⼼理学〜「男⼥」の思い込みを科学する
〜」講師 ︓⼟肥  伊都⼦先生
※⼥性セミナー・⾼齢者教室の人権研修会も兼ねて開催
③11⽉18⽇ 中央公⺠館(参加者51人)
「であい・ふれあい・語り合い」講師︓⿊崎  輝美先生
※⼥性セミナー、⾼齢者教室合同で開催
④11⽉26⽇  三⽊南交流センター(23人)
「モノストレスゼロの暮らし」講師︓⿂林  佐起⼦先生
※レディース、⾼齢者セミナーも兼ねて開催
⑤2⽉7⽇ ⻘⼭公⺠館 (参加者26人)
「みんなで助かる防災〜私にもできることをかんがえよ
う〜 」講師︓相川 康⼦先生
※⼥性セミナー、⾼齢者教室登録者からも8名参加あり

A

 男⼥共同参画出前講座を人権推進課
共催で5回開催したことにより、多数
の参加者に意識形成の促進を図ること
ができた。今後も、男⼥共同参画に関
する理解を深めるための講座を開催
し、人権意識の⾼揚に努める。

令和8年3⽉3回 公⺠館において、男⼥共同参画
センターと共催で⼥性セミナー、
⾼齢者教室等を実施する。

生涯学習課
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学校教育課  ジェンダー平等と人権尊重の視
点を重視し、すべての⼦どもが互
いを理解し⽀え合う教育を推進
し、より良い人間関係の構築をめ
ざす。

 小・中学校で、人権教育・道徳科・学級活動を中⼼に
ジェンダー平等や多様性を扱う指導を実施。

A

 話し合い活動を通して、多様な考え
に触れ、学びを深める姿が⾒られる。
⼦ども⼀人⼀人が安⼼して学校生活が
送れる環境を整えていく必要がある。

教育・保育課  様々なグループ活動や体験等を
とおして、性差にかかわらず⼦ど
も⼀人⼀人の個性を生かし、認め
合う教育・保育を推進する。

 性差にとらわれず個々の興味に応じて遊びや玩具、服
装などを選択できるような環境の工夫、着替えの際に
パーテーションを用いる等の環境への配慮、ジェンダー
に関する紙芝居や絵本の活用等を意識的に⾏い、⼦ども
の年齢に応じて、ひとりひとりの興味や関⼼、個性を⼤
切にしあうことの⼤切さを伝えた。

A

 年齢に応じて、教材や玩具を保育に
取り⼊れ、その⼦らしさを尊重した
り、認め合える関係づくりにつながっ
ている。
保育者が常に人権感覚をアップデート
し、ひとりひとりを⼤切に尊重し認め
合える保育や職場づくりへの意識を⾼
めていく。

学校教育課  情報を正しく受けとめる視点を
育む指導を⾏うとともに、保護者
と協⼒して健全な情報判断⼒を養
う環境を整える。

 SNS・動画サイトなどの情報から、情報を正しく受け
とめることや誤情報との向き合い⽅などの指導を実施。

A

 ネット利用教室での、具体的な事例
を通して、ネット使用やネットからの
情報について、⼀人⼀人が考える機会
となった。低学年段階からの体系的な
指導をさらに充実させる。

教育センター  情報活用に関する責任ある⾏動
規範を学ぶ「デジタル・シティズ
ンシップ教育」の推進を図る。

デジタル・シ
ティズンシップ
教育教材⼀覧に
基づいた授業を
全校で実施
(100%)

令和8年3⽉  デジタル・シティズンシップ教育教材⼀覧に基づいた
授業を実施した学校の割合は昨年度実績から30ポイント
上回り、100％となった。保護者と連携した取組も⾏わ
れている。

B

 全校で取組が⾏われていることは⼤
変評価できる。⼀⽅、市内ではSNS等
のトラブルが発生していることから、
⼦どもへの定着には課題があると考え
られる。
 デジタル・シティズンシップが定着
するように繰り返し取り組むことが必
要である。

7 性教育の充実  児童生徒が発達段階に応じ、性に関する正しい知識を⾝に
つけ、生命の⼤切さを理解し、望ましい⾏動がとれるよう、
学校における性に関する教育を充実させるとともに、家庭と
連携して取り組みます。

学校教育課  児童生徒の発達段階に応じた性
教育を実施し、互いを尊重し協⼒
する姿勢を育むとともに、保護者
と協⼒して健全な価値観の形成を
⽀援する。

 発達段階に応じ、思春期の⼼⾝変化、生命の⼤切さな
どを扱う授業を実施。

A

 継続して取り組み、正しい知識を学
ぶことで、SNS等で誤った情報に「お
かしい」と気づいて、望ましい⾏動が
できるようにつなげていきたい。

学校教育課  中学校における人権教育の中
で、相⼿を尊重し⼤切にする等の
指導を⾏う。

 系統的に人権教育を⾏い、相⼿を尊重し⼤切にする等
の指導を実施。

A

 ⼀人⼀人の人権を⼤切にする視点か
ら⽇々の学級経営が⾏われている。人
権教育での学びが生活においてもつな
がるように、継続した取組が⼤切であ
る。

人権推進課  生徒・学生など若年層の人権意
識を⾼めるため、デートDV防⽌
について研修を⾏う中学・⾼校・
⼤学を対象に、三同教じんけんス
タディ事業において、⽀援する。
 また、夏休み期間中に教育セン
ターでデートDVに関するパネル
展を開催する。

 年度初めに、対象となる学校に対してじんけんスタ
ディ事業についての周知を⾏った。
 また、DVに関する図書や講座のチラシを配架し、市⺠
に情報提供を⾏った他、夏休み期間中に、教育センター
でデートDVに関するパネル展を開催。 B

 年度初めに各学校への事業の周知を
実施したが、本年度デートDVに関する
学習会・研修会を実施する学校はな
かった。
 デートＤＶに関する展示は、夏休み
期間中ということもあり、ターゲット
である学生を中⼼に啓発できた。

学校教育課  生命(いのち)の安全教育に取り
組むとともに、性的な暴⼒被害の
防⽌やネット利用の危険性につい
ての教育・啓発に取り組む。

 生命（いのち）の安全教育を全校で実施し、SNS・ス
マホの使い⽅に関する指導を継続して⾏っている。

A

 インターネットなどの危険性を知る
とともに、情報を吟味するなどの姿が
⾒られる。家庭と連携し、継続して取
り組む必要がある。

6 メディアを正しく読み解く⼒を育てる教育の充実  テレビコマーシャルやアニメ、インターネットなどから児
童生徒が固定的性別役割分担意識や暴⼒、性の商品化などを
受け⼊れることのないよう、メディア・リテラシーを⾼める
ため、学校での教育を充実させるとともに、家庭と連携して
取り組みます。

 中学生、⾼校生、⼤学生などに、互いを尊重し、暴⼒のな
いよりよいパートナーシップが築けるような教育・啓発を⾏
います。

9 ⻘少年の性暴⼒被害防⽌のための教育・啓発の推進  性暴⼒の加害者、被害者、傍観者にならないようホーム
ページや広報紙などにより啓発するとともに、学校において
「生命（いのち）の安全教育」に取り組みます。
 また、児童生徒が性犯罪に巻き込まれないよう、携帯電話
やスマートフォンなどの使用⽅法について、教育や啓発を⾏
います。

5 ジェンダー平等や人権尊重についての指導と個性や能⼒を生かし
た教育の推進

 ジェンダー平等や人権を尊重する教育を⾏い、性別によら
ず⼦ども⼀人⼀人の個性や能⼒を生かすとともに、⼦どもた
ちがよりよい人間関係を構築できるようにコミュニケーショ
ン能⼒を⾼める学習を進めます。

8 デートＤＶ防⽌講座に対する⽀援
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人権推進課  性暴⼒被害についてのパンフ
レットや図書を配架するととも
に、児童、生徒を対象に携帯電話
やスマートフォン等の適切な使用
⽅法についての講座開催に対する
⽀援を⾏う。

 11⽉の「⼥性に対する暴⼒をなくす運動」期間には、
市役所⾵除室でのパネル展開催のほか、広報みきや神⼾
電鉄三⽊駅のデジタルサイネージを利用し、配偶者に対
する暴⼒の防⽌を呼びかけた。
 また、小中学生を対象とした情報モラルやスマート
フォンの安全な使い⽅などの学習会を⽀援する三同教じ
んけんサポート事業およびじんけんスタディ事業を対象
とする学校へ事業広報を⾏った。

 小中学生を対象とした情報モラルやスマートフォンの
安全な使い⽅などの講演会 (計３件実施)

A

 また、「⼥性に対する暴⼒をなくす
運動」期間中は啓発展示の他、今年度
より株式会社岡⽥⾦属工業所でパープ
ルライトアップを実施したことによ
り、より多くの⽅に周知できた。
 また、三同教じんけんサポート事業
およびじんけんスタディ事業におい
て、小中学生を対象とした情報モラル
やスマートフォンの安全な使い⽅など
の講演会の開催により、啓発等を⾏う
ことができた。

学校教育課  男⼥を問わず、⼦ども⼀人⼀人
の人権を⼤切にする研修を実施す
る。
 また、男⼥共同参画週間に合わ
せて、教職員研修資料の周知をす
るなど、教職員の意識向上を図れ
るよう啓発を⾏う。

 ⼦ども⼀人⼀人の人権を⼤切にする研修を実施。男⼥
共同参画社会に向けて、教職員研修資料を周知し、教職
員の意識向上への啓発を⾏った。

A

⽇常的に「困ったらいつでも相談して
いい」と伝え、個別に相談しやすい環
境づくりに努めている。

教育センター  男⼥平等についての意識を⾼め
るため、教職員専⾨研修において
関連する内容に触れる。

年２回 令和8年3⽉  男⼥共同参画の視点を交えた⼼理的安全性に触れなが
ら、学級・学校づくりに関する研修を2回開催した。

B

 教職員の意識を⾼めるため、今後も
継続して、男⼥平等に関わる研修を計
画・実施していく。

教育・保育課  セルフチェックリストを活用し
た振り返りや、職員研修により意
識の向上を図る。

年1回以上 令和8年3⽉  職員会議等でジェンダー教育について職員間で共有を
図る他、セルフチェックリストを活用した振り返りや、
職員研修により意識の向上を図った。

B

 研修や振り返りにより「無意識」
「当たり前」を⾒直すきっかけとなっ
ている。定期的に研修を実施すること
で、人権感覚や意識の向上を図るとと
もに、互いに⾼まり合える職場関係づ
くりに努める。

企画政策課  令和7年度に改選となる審議会
等の委員について、可能な限り⼥
性委員を推薦していただけるよう
に依頼をする。

審議会委員の⼥
性割合40%

令和8年3⽉  任期満了3か⽉前を迎える審議会等について、所管課に
対し⼥性委員の割合が4割以上となるよう、積極的な登用
を依頼した。

依頼先︓18

A

 審議会等委員の選任に関する指針に
そって所管課へ登用依頼をするととも
に、企画政策課から各種団体へ⼀括し
て推薦を依頼する際は、可能な限り⼥
性委員を推薦していただけるよう引き
続き依頼を⾏う。

関係課 具体的施策11のシートに記載

― ― ―

12 自治会などへの⼥性役員の参画への働きかけ促進  各自治会で⼥性参画への気運が⾼まるよう、男⼥共同参画
の推進についての勉強会を実施するとともに、⼥性が積極的
に選出されるよう取り組みます。

市⺠協働課  地域活動における⼥性活躍に関
する研修会を実施する。また、役
員改選時期の区⻑協議会連合会定
例理事会や自治会運営ハンドブッ
クで働きかける。

年4回以上 令和8年3⽉  10⽉開催の区⻑協議会定例理事会で、「自治会に⼥性
が参画することの⼤切さ」と題して、男⼥共同参画に関
する研修会を開催した。
 また、「自治会運営ハンドブック」を全自治会の区⻑
へ配布し、自治会への⼥性役員参画について周知を図っ
た。

研修開催回数︓１回

B

 特に農村部の自治会では、慣例によ
り男性が代表者として自治会活動に参
加することが多いため、⼥性役員は必
然的に少なくなる傾向にある。引き続
き、自治会運営ハンドブック等で自治
会運営に⼥性の視点を取り⼊れる働き
かけを⾏う。

 市の「審議会等委員の選任に関する指針」に沿って、⼥性
委員の割合が規定以上となるよう取り組みます。
 また、各種委員会委員などの選任においても積極的に⼥性
を登用するよう取り組みます。

審議会、各種委員会などへの⼥性委員の参画促進11

10 男⼥共同参画に関する教育・保育関係者の研修の充実  教員・保育⼠などが男⼥共同参画社会の実現をめざすとい
う視点をもち、ジェンダー平等についての意識を⾼めるため
の研修を充実させます。

います。
 さらに、ネットパトロールを⾏い危険度の⾼い投稿や不適
切な投稿について早期に発⾒し、対応します。
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13 ⼥性リーダーの育成と⼥性リーダーが育つ環境づくり  政策・⽅針決定の場へ参画できる⼥性リーダーが育つ環境
を整えるとともに、⼥性リーダーを育成する講座を開催しま
す。

人権推進課  「政治分野における男⼥共同参
画」をテーマに連続講座を開催す
る。

年8回 令和8年3⽉  政治分野の男⼥共同参画をテーマに 全8回の講座の
他、番外編として議会傍聴を実施した。

第1回目(8⽉30⽇)   参加者7人
第2回目(9⽉20⽇)   参加者7人
第3回目(10⽉18⽇)  参加者6人
第4回目(11⽉22⽇)  参加者6人
番外編（12⽉9⽇）  参加者6人 ※議会傍聴
第5回目(12⽉13⽇)   参加者4人
第6回目（1⽉24⽇） 参加者7人
第7回目（2⽉14⽇） 参加者5人
第8回目（3⽉14⽇） 参加者5人

A

 コミュニケーション能⼒やプレゼン
テーション能⼒向上の講座受講によ
り、受講生自⾝のスキルアップに繋
がったとともに、市議会や選挙の仕組
みを知ってもらうことで、政治や⾏政
に対する関⼼を⾼めることができた。
 来年度も、参加者に満⾜いただける
よう、カリキュラムを充実させたい。

14 企業への男⼥共同参画推進の働きかけ  市が男⼥共同参画の範を示し、⼥性の就労促進や職域拡⼤
など市内の企業が男⼥共同参画を⼀層推進するよう働きか
け、「⼀般事業主⾏動計画」の策定を促します。

商工振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共職業安定所他の資料を
配布し、啓発した。

Ａ

 継続して資料を配布することで、男
⼥共同参画に取り組む企業の推奨と周
知が可能である。

15 ⼥性の起業・経営に対する⽀援  市内での起業、または第二創業をめざす起業家を⽀援しま
す。

商工振興課  市内で起業をされる⽅に対し
て、中小企業サポートセンターに
よる⽀援や、市の補助⾦により⽀
援する。

 中小企業サポートセンター、三⽊市起業家⽀援事業補
助⾦などによる起業家の⽀援を実施した。

R7申請件数 6件(うち⼥性起業家5件)
Ａ

 起業家⽀援事業補助⾦については⼥
性に特化した事業ではないものの、今
後も引き続き継続することで、⼥性起
業家の⽀援につなげる。

16 「家族経営協定」の普及  農業を⾏う家族間での役割分担や就業条件を明確にした
「家族経営協定」を普及します。

農業振興課  家族間で活動を検討されている
認定農業者・新規就農者に対して
啓発、⽀援を⾏う。

 認定新規農業者１名が新たに「家族協定」を締結して
いる。 A

 今後も認定新規就農者を中⼼に継続
して普及啓発に取り組んでいく。

17 商工業等の自営業者への男⼥共同参画の推進  商工業等の自営業に従事する⼥性の経営参画等や、就業条
件の整備等について情報提供や啓発を⾏います。

商工振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共職業安定所他の資料を
配布し、啓発した。 Ａ

 継続して資料を配布することで、就
業に関する意識の⾼まりが表れてく
る。

18 ⼥性のネットワークづくり  様々な分野で活躍する⼥性や団体などが、互いに交流でき
る機会を設けます。

人権推進課  北播磨⼥性リーダー交流会を実
施する。

年２回 令和8年3⽉  北播磨管内の⼥性リーダー交流の場として、第1回目を
三⽊市で開催。2回目については悪天候のため中⽌となっ
た。

 第1回目(三⽊市開催)
 【⽇ 時】令和7年6⽉28⽇(⼟) 14︓45〜16︓30
 【場 所】三⽊市⽴中央公⺠館
 【テーマ】若者・⼥性の活躍が地域を変える
      〜多様な視点で地域を活性化〜
 【参加者】25人

 第2回目
  多可町で開催予定だったが、悪天候により中⽌

B

 他市町の⼥性リーダーとの交流を通
じて活発な意⾒交換が⾏われ、良い刺
激を受けるとともに、⼥性のネット
ワークづくりのきっかけとなった。
 来年度も他市と連携をとりながら交
流会を実施し、さらなる⼥性リーダー
同⼠のネットワークづくりに努めた
い。
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19 男⼥共同参画に取り組む団体・グループの⽀援  男⼥共同参画に取り組む団体やグループを⽀援し、個人や
団体の⼒量アップに取り組みます。

人権推進課  現在登録している「こらぼーよ
編集委員会」の活動を⽀援し、情
報誌を4回発⾏する。

情報誌の発⾏4回 令和8年3⽉  「こらぼーよ編集委員会」の活動を⽀援し、情報誌を4
回発⾏した。
 また、兵庫県男⼥共同参画推進員及び北播磨地域のメ
ンバーからなる団体「PoPo北はりま」が主催するイベン
トのチラシを配架し、集客等の⽀援を⾏った。

A

 ⾏政主体の施策のみならず、市⺠に
積極的に活動してもらうために、来年
度以降も引き続きグループを⽀援した
い。

20 ⼥性の人材情報の整備と提供  ⼥性の人材について幅広い情報を収集するとともに、人材
リストを整備し、人材情報を提供します。

人権推進課  ⼥性の人材についての情報を整
備し、講師の紹介依頼などに対し
て積極的に⽀援する。

 市内公⺠館が希望するテーマに応じて講師と交渉を⾏
い、公⺠館と共催で男⼥共同参画センターの出前講座を
開催した。
 また、⼀つの団体から講師依頼があったが、参加人数
が少なく予算も限られていたため、職員が講師を務め
た。

A

 今年度は依頼内容に柔軟に対応でき
た。
 今後も積極的に情報発信を⾏い、男
⼥共同参画に関する講師紹介活動を広
げていきたい。

人権推進課

 自分らしく暮らせるまちをめざ
し、多様な性のあり⽅について、
各公⺠館等の公共施設における啓
発展示や各自治会で住⺠学習を実
施する。

 今年度は市内の各施設(公⺠館・隣保館・中央図書館な
どの公共施設)12か所において、啓発展示を実施した。
 また各自治会において住⺠学習を実施する社会教育推
進委員の全体研修会において、多様な性等さまざまな課
題を学ぶ資料を提示し、活用してもらえるよう⽀援をし
た。

B

 公⺠館等での啓発展示については、
⽂化祭などの⾏事期間中に展示を⾏う
ことも多く、多くの⽅に展示を⾒てい
ただくことができた。
 住⺠学習の内容については、兵庫県
の人権啓発DVD(毎年指定テーマあり)
を使用することが多いため、毎年多様
な性を取り扱うことは難しい。

学校教育課

 多様な性について教育・啓発、
情報発信を⾏うなど、学校におい
て、全ての児童生徒が安⼼して学
校生活を送ることができる環境づ
くりを推進する。

 学校での トイレや更⾐、相談体制への配慮を強化する
など、児童生徒が安⼼して学校生活を送ることができる
環境づくりを推進した。 A

 学校環境での配慮や情報発信を継続
し、取組を進めていく。

22 三⽊市パートナーシップ制度の周知啓発  ⼀⽅または双⽅が性的マイノリティや、事実婚のカップル
の関係を市が公に証明する「三⽊市パートナーシップ制度」
を周知啓発します。

人権推進課

 広報誌、ラジオ放送、ホーム
ページなどあらゆる機会をとら
え、周知啓発に努めるとともに、
公⺠館等の公共施設において啓発
展示を実施する。

 今年度はホームページ等で啓発を⾏うほか、市内の各
施設(公⺠館・隣保館・中央図書館などの公共施設)12か
所において、パートナーシップ制度に関する啓発展示を
実施した。 A

 公⺠館等での啓発展示については、
⽂化祭などの⾏事期間中に展示を⾏う
ことも多く、多くの⽅に展示を⾒てい
ただくことができた。
 来年度もより多くの⽅に⾒ていただ
けるよう展示内容等を工夫したい。

21 性の多様性に関する教育・啓発、情報発信  職場や市⺠講座、住⺠学習などで多様な性の存在を認識
し、理解を深めるための取組を推進します。
 また、学校教育の場において、児童生徒が安⼼して学校生
活を送ることができる環境づくりを推進します。

23 多⽂化理解のための教育・啓発の実施  多⽂化共生理解講座の開催など、多⽂化の理解について啓
発するとともに、学校教育や生涯学習において多⽂化共生の
視点を取り⼊れた学習を実施します。

 多言語情報の⼀環として、三⽊市で生活する外国人住
⺠のための「三⽊市生活ガイドブック」を改訂（やさし
い⽇本語、ベトナム語、中国語、英語）。
 4⽉の新採用職員研修で、多⽂化理解研修を実施した。
職員研修で、「やさしい⽇本語（初級編）」を5⽉（39
人参加）に、「多⽂化理解研修」を10⽉（27人参加）
に、「やさしい⽇本語（書き言葉編）」を令和8年1⽉
（29人参加）に、ワークショップを取り⼊れて実施し
た。
 多⽂化交流サロンを12⽉（16人参加）に実施した。
 ⽇本語ボランティア養成講座を２回（７⽉29人参加、
8⽉35人参加）⾏った。
 国際交流協会が出前講座（三⽊⾼校4⽉、7⽉、中央公
⺠館6⽉、三⽊市⾼齢者関連施設連絡会7⽉、⾼⽊県営住
宅9⽉、三樹小学校9⽉、2⽉等計15回約730人参加）と
夏休み期間を利用して「にほんご de まなぼう」を実施
（計５回12人参加）。
 国際理解セミナーを６⽉（23人参加）、11⽉（23人参
加）、1⽉（27人参加）、⽇本⽂化体験まち歩きツアー
を7⽉（16人参加）、ぐるっとワールドを10⽉（約600
人参加）、COOL MIKIを2⽉（60人参加）、国際料理教
室を12⽉（20人参加）に実施した。

 ガイドブック等は、三⽊市で生活を
はじめる外国人住⺠が、安⼼して生活
が送れるよう⽇本のルールや習慣、三
⽊市での⽇常生活に役⽴ててもらえる
ように配布した。
 出前講座は、地域などさまざまな場
所へ出向くことにより理解が広がっ
た。
 ⽇本語ボランティア養成講座は既存
ボランティアの知識のブラッシュアッ
プと新規ボランティアの獲得に繋がっ
た。
 市⺠が様々なイベントに参加するこ
とによって、多様な国や⽂化に触れ交
流することができた。
 今後も、外国人住⺠の増加が⾒込ま
れ、誰もが住みやすい地域を創るため
に引き続き意識啓発に取り組む。

B

令和8年3⽉延べ1000人 三⽊市国際交流協会と連携し、
様々な機会を捉え多⽂化共生に関
する研修やイベントを開催する。
リーフレットや広報誌等で外国人
住⺠の現状などを共有し、多⽂化
共生意識の向上を図る。（市職員
研修、⽇本語ボランティア養成講
座、COOL MIKI、ぐるっとワー
ルド等）

市⺠協働課
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学校教育課

 児童生徒に対して、多⽂化共生
の理解と啓発を進めるとともに、
外国人児童生徒の自己実現を⽀援
する。

 学校では外国につながる⼦どもへの⽇本語⽀援を継続
して⾏うとともに、異⽂化理解や多⽂化共生の視点を取
り⼊れた学習を実施。 A

 ⺟語⽀援や⽇本語指導などにより、
⼦どもたちの⼼の安定につながってい
る。
 ⽇本語指導が必要な児童生徒へのさ
らる⽀援の充実を図っていく。

市⺠協働課

 「やさしい⽇本語」の必要性に
ついて理解を深め、市職員の多⽂
化共生意識の向上を図り、「やさ
しい⽇本語」での窓口対応を促進
する。
 外国人住⺠への情報伝達や⼿続
きの円滑化を図るため、各課の作
成・発⾏する書類（通知・案内
等）について、外国人住⺠が理解
しやすいよう工夫をするなど、⾏
政サービスの不平等や情報格差の
解消に努める。
 外国人住⺠の相談ニーズに応え
るため、各種⾏政⼿続、⽇常生活
や在留資格などに関する⼀元的相
談窓口の周知と相談体制の充実に
努める。

職員研修
年２回、各40人

令和8年3⽉  4⽉の新採用職員研修で、多⽂化理解研修を実施した。
職員研修で、「やさしい⽇本語（初級編）」を5⽉（39
人参加）に、「多⽂化理解研修」を10⽉（27人参加）
に、「やさしい⽇本語（書き言葉編）」を令和8年1⽉
（29人参加）に、ワークショップを取り⼊れて実施し
た。
 また、「外国人相談窓口」の周知を⾏うとともに、
ホームページ等で「やさしい⽇本語」や多言語で情報提
供を⾏った。
 1⽉末時点での相談件数は362件だった（主な相談内容
は、⼦どもの教育、雇用労働、通訳翻訳依頼、⽇本語学
習、住宅、医療等）。

B

 「やさしい⽇本語」を習得したり、外
国人住⺠の⽂化等の背景を知ること
で、外国人住⺠とのコミュニケーショ
ンや情報伝達の⽅法を考えるきっかけ
となった。今後も継続的な取組を⾏
い、意識啓発を⾏う。
 トラブルは、生活習慣の違いや生活
のルールに対する理解が⼗分でないこ
とに起因することが、相談内容などか
ら分かった。

財政課

 組織改正に伴い、ふりがなルビ
を記載した案内表示看板及び庁内
案内冊⼦の更新を⾏う。また、庁
内案内表示看板にQRコードを併
記し、ホームページに掲載した多
言語の庁内案内冊⼦とリンクさせ
て情報を発信する。
 総合案内の外国人対応において
国際交流協会との連携強化を図
る。

 組織改正に伴うルビを記載した案内表示看板及び庁内
案内冊⼦の更新を⾏った。
 また、庁内案内表示看板にORコードを併記し、ホーム
ページに掲載した多言語の庁内案内冊⼦とリンクさせて
情報を発信を⾏った。
 総合案内の外国人対応において国際交流協会との連携
強化を図る。

A

 庁舎案内図に関しては5か国語の冊
⼦を用意しているが、内容について聞
かれた場合は、職員が、やさしい⽇本
語で対応する必要がある。

24 外国人に対する外国語案内表記などの充実と相談体制の充実  必要な各種情報を多様な言語や漢字のルビふり、「やさし
い⽇本語」で効果的に発信できるよう、関係機関と連携し、
⽀援します。
 また、外国人が安⼼して生活できるよう、相談体制を充実
させます。
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基本目標Ⅰ　具体的施策№2

具体的施策

施策の内容

担当課名 令和7年度各課事業実施計画 令和７年度取組状況
自己
評価

効果と課題

企画政策課  課所管の発⾏物について「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライン」を活用
し、固定的な観念にとらわれないような⽂章表現やイラストに留意するとともに、
偏ったイメージを持たないよう理解に努める。

 発⾏物を作成する際には「男⼥共同参画の視点
からの表現ガイドライン」を活用し⽂章表現やイ
ラストに留意した。 A

 発⾏物については、今後も作成時に男⼥共
同参画の視点に配慮した⽂章表現に留意す
る。

デジタル推進課  市広報や刊⾏物等の作成に際し、男⼥共同参画の視点に⽴った、より適切な表現に
留意する。

 研修に職員が参加するように呼びかけ、研修会
を１回⾏った。
 発⾏物の表現の確認は、「男⼥共同参画の視点
からの表現ガイドライン」を活用し⽂章表現やイ
ラストに留意した。

A

 今後も男⼥共同参画の視点に配慮した、表
現やイラストに留意する。

縁結び課  市広報や刊⾏物の作成に際し、男⼥共同参画の視点に⽴った、より適切な表現に留
意する。

 男⼥表記の必要性についてその都度検討し、記
載を⾏った。 A

 今後も必要性について留意し取り組んでい
きたい。

秘書広報課  市広報や刊⾏物等の作成に際し、男⼥共同参画の視点に⽴った、より適切な表現に
留意する。

 市広報や刊⾏物等を作成する際には男⼥共同参
画の視点に⽴ち、適切な⽂章表現やイラストに留
意した。
 また、人権推進課が実施する研修へ積極的に参
加するよう努めた。

A

 市広報や刊⾏物等の作成にあたっては、男
⼥共同参画の視点に⽴った表現に留意するこ
とで、配慮した情報発信につながっている。
 今後も⽇常業務により⼀層反映できるよ
う、継続した意識啓発を⼼掛ける。

危機管理課  市広報やホームページ、チラシ作成に際し、男⼥共同参画の視点に配慮した表現と
する。

 人権推進課が実施する男⼥共同参画研修会等に
積極的に参加するとともに、課内で作成する広報
原稿やホームページ、チラシ等においては、性別
で偏りのある表現やイラストの使用を避けるなど
男⼥共同参画の視点での表現となるよう努めてい
る。

A

 職員⼀人ひとりの男⼥共同参画の視点に関
して、その意識づけは向上している。
 引き続き、発⾏物作成に関しては、ガイド
ライン等を利用し、男⼥共同参画の視点に配
慮することを⼼掛ける。

総務課  職員向けの掲示や職員採用試験の広報等において、「男⼥共同参画の視点からの表
現ガイドライン」に沿った表現とするよう留意する。

 職員向けの掲示や職員採用試験の広報等におい
て、男⼥共同参画の視点に配慮した表現とした。 A

 今後も引き続き、情報発信の際には、男⼥
共同参画の視点を意識した⽂書作成に努め
る。

市史編さん室  募集案内やチラシ、ポスターなどの作成にあたっては、「男⼥共同参画の視点から
の表現ガイドライン」に沿った⽂章表現やイラストに留意する。

 職員研修に参加し、意識改⾰を図るとともに、
研究紀要や市史編さんだより等の印刷物を作成す
る際には「男⼥共同参画の視点からの表現ガイド
ライン」に沿った表現をするように留意した。 A

 研修に参加し、男⼥共同参画の視点に配慮
する意識づけができた。
 印刷物作成の際には、男⼥のバランスやイ
メージに留意した表現を⼼掛けた。
 市史の本⽂については、その時代の史実を
記載するため、やむを得ない表現があること
が考えられる。

財政課  広報紙の原稿作成等で「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライン」を活用す
る。

 広報や記⼊様式作成の際に固定的概念にとらわ
れないような⽂章表現やイラストに留意した。

A

 男⼥共同参画に関した研修に参加したこと
により、庁舎案内表示、啓発看板等につい
て、固定的な観念にとらわれないような⽂章
表現やイラストに留意する意識付けができ
た。

経営管理課  市広報等の記事の作成に際し、男⼥共同参画の視点に配慮した表現に留意する。  市広報の記事作成において、イラストを使用す
る際に、⼀⽅の性別だけでなく男⼥両⽅を掲載し
た。

A

 性差による無意識の決め付けの増⻑を防⽌
した。

税務課  人権推進課より掲示されている「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライン」を
課内職員に周知を⾏い、意識の向上を図る。
 また、広報紙の原稿作成等で「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライン」を活
用する。

 人権推進課より掲示されている「男⼥共同参画
の視点からの表現ガイドライン」について課内職
員に周知を⾏い、意識の向上を図ることができ
た。
 また、広報を⾏う際には、「男⼥共同参画の視
点からの表現ガイドライン」に留意し取り組ん
だ。

A

 今後も引き続き情報発信する際には、男⼥
共同参画の視点に⽴ち、表現やイラスト等に
留意する。

債権管理課  広報紙の原稿作成等で「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライン」を活用す
る。

 課内の職員を対象とした研修を実施し、意識の
向上に努めた。研修に関して１回開催(参加者8
名)。
 また、広報等を⾏う際には、「男⼥共同参画の
視点からの表現ガイドライン」に留意した。

A

 研修を開催したことによって、職員の男⼥
共同参画社会への意識を⾼める機会となっ
た。
 今後も引き続き男⼥共同参画の視点に配慮
し、表現等に留意する。

市⺠協働課  配付チラシ、啓発看板等について、固定的な観念にとらわれないような⽂章表現や
イラストに留意する。

 配布チラシ等、男⼥共同参画の視点での表現に
なるよう配慮した。所属内研修において多⽂化共
生理解の研修を受講し、市内に住む外国人住⺠か
ら男⼥ともに抱える課題について理解を深めた。

A

 広報物の作成に際し、今後も男⼥共同参画
の視点に配慮した⽂章表現やイラストに留意
していく。

人権推進課  全職員に「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライン」を周知し、固定的な観念
にとらわれないような⽂章表現やイラストに留意されるよう取り組む。

 庁内掲示板を使用し、「男⼥共同参画の視点か
らの表現ガイドライン」の周知を⾏うほか、若⼿
職員を対象に、固定的な観念にとらわれない⽂章
表現やイラストをテーマとした研修を実施した。 A

 研修を⾏った際に「初めてこのガイドライ
ンの中⾝を⾒た。」という職員もいたため、
周知には繋がったが、浸透していないのが現
状。
 引き続き職員へガイドラインの利用を促す
とともに、ガイドラインの内容自体も⾒直し
が必要である。

市⺠課  市広報等の記事の作成に際し、男⼥共同参画の視点に配慮した表現とする。  常に男⼥共同参画の視点に配慮した表現に努め
た。
 人権推進課が実施した男⼥共同参画研修や総務
課が実施した人権研修に参加した。

A

 研修に参加することにより、男⼥共同参画
に対する知識を深めることができた。
 今後も引き続き、男⼥共同参画の視点に配
慮した表現に努める。

 市の発⾏物に「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライン」を活用し、固定的な観念にとらわれないような⽂章表現やイラストに留意します。

市の発⾏物などにおける「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライン 」の活用

自己評価︓A…効果有 B…課題有 C…効果無・未実施
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担当課名 令和7年度各課事業実施計画 令和７年度取組状況
自己
評価

効果と課題

保険年⾦課  市広報やホームページ、「こくほだより」等の発⾏物において、男⼥共同参画の視
点に配慮した⽂章表現やイラストに引き続き留意する。

 市広報やホームページ等作成時に、⽂章表現や
イラストに留意した。 A

 今後も引き続き、男⼥共同参画の視点に配
慮した⽂章表現やイラストに留意する。

環境政策課  発⾏物や掲示物を作成する際には、「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライ
ン」に沿った表現とするよう留意する。

 チラシ等の作成に当たっては、固定観念にとら
われた表現にならないよう、留意している。 A

 ⼥性と男性を対等でない表現にしていない
かなど、多様な視点から考えるように意識で
きた。

生活安全課  公⽂書等の作成時に⽂章表現やイラストの表現に留意する。  チラシ等の作成に当たっては、固定観念にとら
われた表現にならないよう、留意している。
 また、職場内人権研修として、性別による無意
識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）につ
いて、内閣府の動画視聴及び感想の共有を⾏っ
た。

Ａ

 職場内人権研修の実施後、課員全員に意⾒
や感想を共有することで、多様な考え⽅を学
ぶ機会に繋がっている。

環境課  広報やホームページ、チラシなど、固定的な観念にとらわれないような⽂章表現や
イラストに留意する。

 広報やホームページ、チラシ等で周知する際、
ガイドラインに沿った表現等に留意した。

Ａ

 広報等での周知にかかわらず、⽇頃からの
市⺠対応において固定的な観念にとらわれな
い表現等を⼼掛けることができた。
 今後、研修等があれば参加し、意識の向上
に努める。

福祉課  固定的な観念にとらわれない⽂章表現やイラストに留意する。  研修に参加するように推進し、職員の意識改⾰
を図るよう取組みを⾏った。また、発⾏物を作成
するにあたって⽂書表現やイラスト等に留意して
いる。

Ａ

 今後も⽂書や発⾏物等を作成するにあた
り、固定的な観念にとらわれないように意識
をして⾏う。

障がい福祉課  広報やホームページ、その他課の発⾏物について、「男⼥共同参画の視点からの表
現ガイドライン」を活用し、固定的な観念にとらわれないような⽂章表現やイラスト
を使用する。

 広報やホームページ、その他課の発⾏物につい
て、「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライ
ン」を活用し、固定的な観念にとらわれないよう
な⽂章表現やイラストを使用した。 A

 ⼤きな課題はなかった。今後も広報やホー
ムページ、その他課の発⾏物について、「男
⼥共同参画の視点からの表現ガイドライン」
を活用し、固定的な観念にとらわれないよう
な⽂章表現やイラストを使用するように周知
を徹底する。

こども福祉課  市広報原稿やホームページ、ガイドブック等の配布物などの作成に関しては、男⼥
共同参画の視点に⽴った表現とする。

 市広報等の記事の作成に際し、男⼥共同参画の
視点に配慮した表現としている。 A

 今後も市広報等の記事の作成に際し、男⼥
共同参画の視点に配慮した表現に努める。

⾼齢福祉課  広報やホームページ、その他課の所管事項に係るチラシ等の作成において、「男⼥
共同参画の視点からの表現ガイドライン」を活用し、固定的な観念にとらわれないよ
うな⽂章表現やイラストを使用する。

 市の広報やガイドブック、ホームページ等の作
成にあたり、ガイドラインに沿った⽂章やイラス
トとした。 A

 介護への固定的な性別役割分担の解消に取
り組んだ。
 今後も引き続き、男⼥共同参画の視点に配
慮した表現に留意する。

健康増進課  課所管の発⾏物について「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライン」を活用
し、固定的な観念にとらわれないような⽂章表現やイラストに留意する。

 広報、ホームページをはじめ、各種配布物の作
成については、男⼥共同参画の視点に配慮してい
る。
   職員研修は、男⼥共同参画の視点を含めた内容
の媒体を使用し実施している。

A

 今後も継続して、男⼥共同参画の視点に配
慮する。

介護保険課  市広報原稿やホームページ、チラシ等の配布物を作成する際には、「男⼥共同参画
の視点からの表現ガイドライン」を活用し、⽂章表現やイラストに留意する。

 課員に男⼥共同参画についての研修に参加する
よう呼びかけた。
 また、市の広報やホームページ、チラシ等の作
成にあたり、ガイドラインに沿った⽂章やイラス
トとした。

A

 研修に参加することで、新しい気づきがあ
り意識改⾰に繋げた。
 介護に関わる職業の固定的な性別役割分担
の解消に取り組んだ。
 今後も引き続き、男⼥共同参画の視点に配
慮した表現に留意する。

商工振興課  市広報やチラシの作成に際し、男⼥共同参画の視点に配慮した表現とする。  発⾏物を作成する際には「男⼥共同参画の視点
からの表現ガイドライン」を活用した⽂章表現や
イラストに留意するとともに、人権推進課が主催
する各種研修会へ参加した。 Ａ

 発⾏物については、今後も作成時に、男⼥
共同参画の視点に配慮した⽂章表現に留意す
る。
 また、人権研修に積極的に参加したこと
で、課員の男⼥共同参画に対する意識を⾼め
ることができた。

観光振興課  市広報やチラシ、パンフレットの記事の作成に際し、男⼥共同参画の視点に配慮し
た表現、イラストを使用する。

 男⼥共同参画の視点に配慮した表現、イラスト
の使用を⼼掛けた。

A

 苦情等の問合せがないため、適切な表現が
できているものと判断する。
 今後も引き続き男⼥共同参画の視点に配慮
した表現、イラストの使用を⼼掛ける。

ゴルフのまち推進課  市広報やチラシなどの記事の作成に際し、男⼥共同参画の視点に配慮し、適切な表
現を用いる。

 市広報誌やチラシなどの記事、電⼦申請で申込
フォーマットやアンケート等における不必要な表
記の⾒直しを検討し、男⼥共同参画の視点に配慮
した適切な表記に訂正していく。

A

 今後も引き続き男⼥共同参画の視点に配慮
することで、誰もが固定概念にとらわれない
表現やイラストの使用を⼼がける。
 また、不必要な表記の⾒直しと訂正を⾏
い、適切な表現を用いることとする。

農業振興課  ホームページ又は市広報等の作成時に、ガイドラインに基づく適正な表現を用い
る。
 課内でガイドラインについての共通認識が持てるよう、研修を⾏う。

 ホームページ又は市広報等の作成時にガイドラ
インに基づく適正な表現を用いた。 A

 引き続き、課内の人権意識を⾼め適正に対
応していく。

農地整備課  ホームページや市広報等の作成時に、ガイドラインに基づく適正な表現を用いる。
 課内でガイドラインについての研修等を⾏い、意識の向上に努める。

 市広報やホームページ等作成時に、男⼥共同参
画の視点に配慮した⽂章表現を⼼掛けた。 A

 今後も広報記事等の作成において男⼥共同
参画の視点に配慮するよう努める。

道路河川課  市広報等の作成に際し、男⼥共同参画の意図を理解し、内容に配慮する。  公⽂書等の作成時に不必要な性別表記を⾏わな
いよう注意を払った。 A

 男⼥共同参画に配慮すべき広報物の作成が
必要となった際は、適切な対応を⾏ってい
く。

プロジェクト推進課  ホームページや回覧⽂書等の作成に際し、男⼥共同参画の視点に配慮した表現とす
る。

 ホームページ作成及び回覧⽂書作成にあたって
は、男⼥共同参画の視点に配慮した表現とした。
 課内の人権研修等と併せて男⼥共同参画に対す
る意識向上に努めた。 A

 今後も引き続き、「男⼥共同参画の視点か
らの表現ガイドラインのチェック項目」を活
用し、⽂章表現やイラスト掲載に留意してい
く。
 今後も研修を実施し、積極的な参加を促
す。

9 ページ



担当課名 令和7年度各課事業実施計画 令和７年度取組状況
自己
評価

効果と課題

都市政策課  市広報やホームページなど男⼥共同参画の視点に配慮した表現とする。  市広報やホームページなど市⺠への情報発信に
ついて男⼥共同参画の視点に配慮した表現に努め
ている。

A

 今後とも情報発信する際は男⼥共同参画の
視点に配慮した表現に努める。

交通政策課  発⾏物や掲示物を作成する際には、「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライ
ン」に沿った表現とするよう留意する。

 市広報等の作成の際は男⼥共同参画の視点に⽴
ち、表現に配慮した。
 また、人権推進課が実施する研修へ積極的に参
加するよう努めた。 A

 引き続き、市広報等の作成に際し表現に配
慮する。
 また、研修に参加することで課員の男⼥共
同参画の意識を⾼めることができた。今後も
研修等に参加し、意識向上に努める。

建築住宅課  市広報やチラシの作成に際し、男⼥共同参画の視点に配慮した表現とする。  市広報やチラシの作成に際し、男⼥共同参画の
視点に配慮した表現に取り組んだ。人権推進課が
開催する男⼥共同参画に対する意識改⾰に係る研
修に積極的に参加した。 A

 今後も市広報やチラシの作成に際し、男⼥
共同参画の視点に配慮した表現に努めるとと
もに、人権推進課が開催する男⼥共同参画に
対する意識改⾰に係る研修に積極的に参加す
る。

水道業務課  広報やホームページ等の記事の作成に際し、「男⼥共同参画の視点からの表現ガイ
ドライン」に沿ったイラストに留意する。

 広報やホームページ等で男⼥共同参画の視点に
配慮すべき記事はなかった。

A

 職員が広報やホームページ等の記事作成の
際には「男⼥共同参画の視点からの表現ガイ
ドライン」に留意するよう⼼掛けている。

水道工務課  広報やホームページ等の記事の作成に際し、「男⼥共同参画の視点からの表現ガイ
ドライン」に沿ったイラストに留意する。

 広報やホームページ等で男⼥共同参画の視点に
配慮すべき記事はなかった。 A

 職員が広報やホームページ等の記事作成の
際には「男⼥共同参画の視点からの表現ガイ
ドライン」に留意するよう⼼掛けている。

下水道課  広報やホームページ等の記事の作成に際し、「男⼥共同参画の視点からの表現ガイ
ドライン」に沿ったイラストに留意する。

 広報やホームページ等で男⼥共同参画の視点に
配慮すべき記事はなかった。

A

 職員が広報やホームページ等の記事作成の
際には「男⼥共同参画の視点からの表現ガイ
ドライン」に留意するよう⼼掛けている。

市⺠生活課  市広報等の記事の作成に際し、男⼥共同参画の視点に配慮した表現とする。   庁内掲示物の掲示等において男⼥共同参画の視
点に配慮した。また、市で開催する男⼥共同参画
に関する研修会へ積極的に参加した。

A

 今後も広報記事の作成や掲示物の掲示にお
いて男⼥共同参画の視点に配慮するよう努め
る。

健康福祉課  市広報誌やホームページ、刊⾏物等の作成に関して、男⼥共同参画の視点に⽴った
⽂章表現やイラストに留意する。また、男⼥共同参画に係る研修に参加し、意識の向
上を図る。

 市広報誌等の作成に際し、男⼥共同参画の視点
に配慮した表現とした。また、男⼥共同参画に係
る研修に積極的に参加し、意識の醸成に努めた。

A

 引き続き男⼥共同参画の視点に配慮した表
現に努め、研修等にも積極的に参加する。

地域振興課  市広報等の作成に際し、男⼥共同参画の視点に配慮した表現とする。  広報やホームページ等で男⼥共同参画の視点に
配慮すべき記事はなかった。 A

 男⼥共同参画に配慮すべき業務は少ない状
況ではあるが、引き続き職員人権研修などを
通じ、意識の醸成に努める。

会計室  発⾏物なし
― ― ―

消防本部  「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライン」を活用して、署内研修を実施し、
広報紙及びホームページ等の⽂章表現やイラストに留意する。

 「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライ
ン」を活用し署内研修を開催。また、広報紙及び
ホームページ等の表現確認を実施した。 A

 男⼥共同参画に対する考え⽅を意識付ける
ことができた。これからも男⼥共同参画の考
え⽅を念頭において、広報紙やホームページ
等を作成していく。

議会事務局  議会だよりやホームページの作成の際は、「男⼥共同参画の視点からの表現ガイド
ライン」を活用し、男⼥共同参画の視点に配慮した⽂章表現やイラストに留意する。

 議会だよりやホームページを作成する際は、男
⼥共同参画の視点に配慮し、適切で分かりやすい
表現となるよう努めた。

A

 男⼥共同参画に対する職員の意識向上が図
られた。
 今後も引き続き、男⼥共同参画に対する職
員の意識改⾰に努めるとともに、議会だより
やホームページにおいて適切な表現による情
報発信を推進していく。

選挙管理委員会事務局  広報みき「選挙特集号」やホームページ、各種パンフレットの作成に際しては、男
⼥共同参画の視点に⽴った表現とする。
 また、男⼥共同参画について研修を⾏い、固定的な観念にとらわれない意識を醸成
し、⽂書表現にも留意する。

 広報の選挙特集号や、ホームページ作成などに
ついては、男⼥共同参画の視点に⽴った表現を⼼
掛けた。
 また、庁内の人権研修を活用し、固定的な観念
にとらわれない意識の醸成が図られるよう課内で
意⾒交換をもった。

A

 選挙特集号や、ホームページなどの表現に
ついては男⼥共同参画の観点からの⾒直しを
⾏っている。
 投票録など、国で統⼀された様式について
は変えることが出来ないが、可能な範囲で検
討を続けていきたい。

監査・公平委員会事務局  毎年実施している職場における人権研修において、ガイドラインを活用し固定的な
観念にとらわれない意識を醸成する。

 課内人権研修において、男⼥共同参画について
も学び、意識向上に努めた。

A

 男⼥共同参画に対する意識改⾰ができた。
今後も引き続き、固定的な観念にとらわれな
いような意識向上のため、研修を実施してい
く。

農業委員会事務局  既成概念にとらわれず、ガイドラインに即し⽂章やイラストなどの表現⾏為に留意
する。

 令和７年度については発⾏物がなかった。
― ―

教育総務課  ホームページ等の作成に関しては、男⼥共同参画の視点に⽴った表現とする。  ホームページ等の作成に当たっては、男⼥共同
参画の視点に配慮した表現とした。 A

 今後もホームページ等を作成するに当た
り、固定的な観念にとらわれないよう意識し
て⾏う。

教育施設課  男⼥共同参画に対する研修を実施し、意識の向上に努めるとともに、ホームページ
等の作成に関しては、男⼥共同参画の視点に⽴った表現とする。

 男⼥共同参画に関連した研修に参加し、意識の
向上に努めた。ホームページ作成時における男⼥
共同参画の視点に⽴った表現に留意した。 A

 市職員の意識改⾰のための研修会に参加
し、意識の向上ができた。今後も意識向上に
努めていく。

生涯学習課  公⽂書や公⺠館だより、地域と共催で発⾏するチラシ等にも、男⼥共同参画に対す
る視点を持って作成するよう留意する。

 公⺠館だより、広報誌やチラシ等の発⾏に際
し、⽂書に不適切な表記がないように留意し、ま
た、イラストを使用する際は、性別による固定観
念にとらわれないよう男⼥双⽅のイラストを掲載
するなど、男⼥共同参画の視点を持って作成し
た。

A

 今後も発⾏物は分かりやすく伝えるととも
に、人権に配慮した表現⽅法を徹底し情報発
信する。
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担当課名 令和7年度各課事業実施計画 令和７年度取組状況
自己
評価

効果と課題

図書館  図書館だよりや館内掲示など、男⼥共同参画の視点に配慮した⽂章表現やイラスト
に留意する。

 図書館だよりや館内掲示など、男⼥共同参画の
視点に配慮した⽂章表現やイラストに留意した。

Ａ

 男⼥共同参画に関する研修に積極的に参加
し、意識の向上に努めていく。
 今後も男⼥共同参画の視点に⽴った表現を
意識するよう⼼がける。

⽂化・スポーツ課  市職員の男⼥共同参画に関する意識改⾰のための研修に参加するとともに、募集案
内やチラシ、ポスターなどの作成にあたっては、「男⼥共同参画の視点からの表現ガ
イドライン」に沿った⽂章表現やイラストに留意する。

 人物やジェンダー的な要素を扱うポスター等は
ないが、チラシやポスター等の作成が多い部署で
あるため、印刷物の作成にあたっては、男⼥共同
参画の視点に配慮した⽂章表現やイラストに留意
した。

A

 平素から印刷物やホームページ等の作成に
あたっては、常に男⼥共同参画の視点に配慮
して対応している。

学校教育課  男⼥共同参画の視点からの表現ガイドラインに基づいて⽂章表現やイラストの表現
に留意する。

 「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライ
ン」を共有し、男⼥共同参画の視点に⽴ち、資料
などの作成を⾏った。 A

 市広報や各種発⾏物、プレゼンテーション
など男⼥共同参画の視点に⽴って作成するこ
とができた。

教育センター  広報物やセンター内掲示など、男⼥共同参画の視点に⽴った⽂章表現やイラストに
留意する。

  ⽂書や館内掲示作成時には、男⼥共同参画の視点
から複数の職員で確認を⾏い、意識付けを図っ
た。

A
  男⼥共同参画の視点を常に意識するよう職
員に意識付けるとともに来庁者への啓発も⾏
う。

小中⼀貫教育推進室  男⼥共同参画の視点からの表現ガイドラインに基づいて⽂章表現やイラストの表現
に留意する。

 「男⼥共同参画の視点からの表現ガイドライ
ン」を活用し、説明資料の作成等を⾏った。 A

 固定的な観念にとらわれないような⽂章表
現やイラストに留意した説明資料の作成等を
⾏うことができた。

教育・保育課  公⽴に加えて⺠間の園⻑・理事会で活用及び職員への周知を依頼し、ホームページ
や⽂書作成にあたり、男⼥共同参画の視点に留意する。

 ⺠間認定こども園の理事会において、ガイドラ
インを配布し再確認を⾏うとともに、配布物の作
成等において表現やイラスト等、職員間で周知し
確認しあうなど、意識付けを⾏った。

A

 公⽴園所のみでなく、⺠間園にも周知する
ことで、全園所において固定観念にとらわれ
によう意識を⾼める機会になった。
 今後も定期的に確認しあう機会をもつ。
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具体的施策

施策の内容

担当課名 審議会等名
令和7年4⽉1⽇現在の

⼥性委員割合
※次回改選時期

次回改選後における
⼥性委員割合の目標数値

令和８年３⽉３１⽇現在
の

⼥性委員割合
来年度以降の取組

⾏政不服審査会 0% 令和8年12⽉31⽇ 40％以上 0%

 審査会の性格上、専⾨的な学識経験者の登用が
必要であり、適任と認められる⽅の⼤部分が男性
であるため、⼥性候補者の確保が困難であった。
 専⾨性と多様性のバランスを考慮しつつ、今後
も引き続き⼥性登用の促進に努める。

情報公開審査会 20% 令和7年6⽉30⽇ 40％以上 0%

 審査会の性格上、専⾨的な学識経験者の登用が
必要であり、適任と認められる⽅の⼤部分が男性
であるため、⼥性候補者の確保が困難であった。
 専⾨性と多様性のバランスを考慮しつつ、今後
も引き続き⼥性登用の促進に努める。

個人情報保護審査会 20% 令和7年6⽉30⽇ 40％以上 0%

 審査会の性格上、専⾨的な学識経験者の登用が
必要であり、適任と認められる⽅の⼤部分が男性
であるため、⼥性候補者の確保が困難であった。
 専⾨性と多様性のバランスを考慮しつつ、今後
も引き続き⼥性登用の促進に努める。

防災会議 30% 令和8年4⽉1⽇ 40％以上 30%

 引き続き、委員改選にあたっては、可能な限
り、各団体から⼥性委員を推薦していただけるよ
う働きかけを⾏うとともに、広く市⺠からの公募
を実施する。
 会議の性質上、自衛隊や警察、国や県の官公
庁、ライフラインに関する指定公共機関の代表者
等が委員の⼤部分を占めており、更なる⼥性委員
の割合増加については、困難な状況である。

水防協議会 10% 令和8年4⽉1⽇ 20％以上 6%

 会議の性質上、自衛隊や警察、国や県の官公
庁、ライフラインに関する指定公共機関の代表者
等が委員の⼤部分を占めており、更なる⼥性委員
の割合増加については、困難な状況である。

国⺠保護協議会 9% 令和8年4⽉1⽇ 20％以上 4%

 会議の性質上、自衛隊や警察、国や県の官公
庁、ライフラインに関する指定公共機関の代表者
等が委員の⼤部分を占めており、更なる⼥性委員
の割合増加については、困難な状況である。

指定管理者選定委員会 20% 令和8年7⽉1⽇ 1名以上 0%

 団体等に委員候補者の推薦を依頼する場合は、
可能な限り⼥性の推薦を依頼する。

労働報酬審議会 0% 令和9年2⽉8⽇ 1名以上 0%

 団体等に委員候補者の推薦を依頼する場合は、
可能な限り⼥性の推薦を依頼する。

市⺠協働課 市⺠活動⽀援審査会 67% 令和8年6⽉1⽇ 40%以上 67%

 市⺠活動内容の審査において、⼥性の視点が反
映できている。
 今後も、⼥性委員の参画促進に取組んでいく。

⼦どものいじめ対策専⾨委員会 75% 令和7年6⽉1⽇ 40％以上 75%

 来年度以降も積極的に⼥性を推薦してもらえる
よう、団体に依頼する。

人権尊重のまちづくり推進審議会 45% 令和7年6⽉1⽇ 40％以上 45%

 次回の委員改選時（R9.6.1）においても、今
以上の⼥性委員の割合をめざす。

隣保館運営委員会 31% 令和7年6⽉1⽇ 40％以上 31%

 ⼥性委員の割合が40％に達しなかった。委員
13名中8名が団体推薦及び充て職のため、推薦を
依頼する際に、⼥性の登用に配慮を求める（次回
委員改選はR9.6.1)。

保険年⾦課 国⺠健康保険運営協議会 30% 令和7年7⽉1⽇ 40％以上 30%

 委員17名中12名は団体推薦であるため、委員
改選時は、推薦を依頼する際に、⼥性委員の登用
に配慮を求める（次回の委員改選はR10.7.1）。

環境審議会 16% 令和7年6⽉1⽇ 40％以上 11%
 ⼥性委員の割合が規定以上となるよう努める。

規制対象施設建築等審査会 25% 令和7年6⽉1⽇ 40％以上 38%
 ⼥性委員の割合が規定以上となるよう努める。

財政課

基本目標Ⅰ　具体的施策№11

企画政策課

危機管理課

市の「審議会等委員の選任に関する指針」に沿って、⼥性委員の割合が規定以上となるよう取り組みます。
また、各種委員会委員などの選任においても積極的に⼥性を登用するよう取り組みます。

審議会、各種委員会などへの⼥性委員の参画促進

人権推進課

環境政策課
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⺠生委員推薦会 43% 令和7年10⽉1⽇ 40％以上 29%
 引き続き、⼥性委員の推薦を働きかけていく。

社会福祉審議会 40% 令和7年6⽉1⽇ 40％以上 64%
 引き続き、⼥性委員の推薦を働きかけていく。

⼿話施策推進会議 60% 令和7年6⽉1⽇ 4名以上 60%

 次年度は委員改選年のため、これまで同様に、
⼥性委員を確保できるように努める。

障害⽀援区分認定審査会 30% 令和9年4⽉1⽇ 40%以上 30%
 推薦依頼の際などに、可能な限り⼥性委員の推
薦を関係団体に依頼をする。

こども福祉課 みきっ⼦未来応援協議会 46% 令和8年6⽉1⽇ 40％以上 51%

 本協議会委員は各種団体から充て職として推薦
を受けた委員が⼤半であり、⼥性委員を⼤きく増
加させることが難しいが、今後も、⼥性委員の参
画促進に取組んでいく。

健康増進課 健康づくり推進協議会 50% 令和7年5⽉31⽇ 50% 50%

 ⼥性委員の参画により、⼥性の視点からの提言
や要望・意⾒等の発言が活発に⾏われ、協議が活
性化するので今後も⼥性委員の参画を維持してい
く。

介護認定審査会 36% 令和9年3⽉31⽇ 40％以上 36%

 委員選任の際は、可能な範囲で⼥性委員が
40％以上となるよう働きかけを⾏う。

介護保険運営協議会 69% 令和9年5⽉31⽇ 40％以上 62%
 引き続き⼥性議員50％以上を維持できるよう
努める。

⾦物振興審議会 0% 令和7年7⽉22⽇ 40％以上 0%

 所属及び役職に対する委嘱が多いため、性別指
定が出来ず困難である。公募委員に⼥性委員を積
極的に登用するなど配慮する。

中小企業振興審議会 0% 令和7年度第1回に合わせて選任 40％以上 0%

 これまでとは異なる⽅針での委員選定を⾏う予
定であり、その中で⼥性委員選出も視野に⼊れて
検討する。

勤労者福祉センター運営委員会 25% 令和8年5⽉31⽇ 40％以上 25%

 所属及び役職に対する委嘱が多いため、性別指
定が出来ず困難である。公募委員に⼥性委員を積
極的に登用するなど配慮する。

都市政策課 都市計画審議会 17% 令和7年6⽉1⽇ 3名以上 17%
 次回改選（令和11年6⽉1⽇）時も公募委員に
⼥性を積極的に登用する等配慮する。

農業委員会事務局 三⽊市農業委員会 7% 令和9年5⽉1⽇ 10％以上 7%
 公募は⼥性委員の選出を優先するよう努める。

⽂化財保護審議会 0% 令和8年6⽉1⽇ 40％以上 0%  公募は⼥性委員の選出を優先するよう努める。

みき歴史資料館協議会 30% 令和8年8⽉1⽇ 40％以上 33%
 公募は⼥性委員の選出を優先するよう努める。

美術館協議会 50% 令和8年6⽉1⽇ 40％以上 33%
 公募は⼥性委員の選出を優先するよう努める。

公⺠館運営審議会 45% 令和8年7⽉1⽇ 40%以上 45%  今後も引き続き目標達成に努める。

社会教育委員会 38% 令和8年7⽉1⽇ 40%以上 38%  今後も引き続き目標達成に努める。

図書館 図書館協議会 85% 令和7年6⽉1⽇ 40％以上 71%  今後も引き続き目標達成に努める。

学校教育課 教育⽀援委員会 64% 令和9年6⽉1⽇ 40% 59%
 教育⽀援委員会選出の際、⼥性委員の選出を積
極的に⾏っていく。

教育施設課 学校給食審議会 57% 令和9年4⽉1⽇ 40％以上 57%  今後も引き続き目標達成に努める。

教育・保育課 特定教育・保育施設評価委員会 40% 令和7年5⽉1⽇ 40％以上 40%  次年度も委員の選任を継続する。

商工振興課

⽂化・スポーツ課

生涯学習課

※「次回改選時期」には、令和７年４⽉１⽇以降最初に到来する改選時期を記⼊してください。

福祉課

障がい福祉課

介護保険課
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基本目標Ⅱ　仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)による誰もがその能力を発揮できる社会

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和7年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

達成期限 令和７年度各課取組状況
自己
評価

効果と課題

25 男⼥雇用機会均等法の啓発  関係機関と連携し、男⼥雇用機会均等法などの趣旨および
内容を企業に啓発します。

商工振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発した。

Ａ

 継続して資料を配布することで、男
⼥雇用機会均等法等の趣旨及び内容を
企業に啓発できた。

26 パート・アルバイト・派遣労働の適正な雇用に関する啓発  関係機関と連携し、パートタイム労働者などの適正な雇用
管理について事業主に啓発します。

商工振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発した。

Ａ

 継続して資料を配布することで、
「事業主⾏動計画」の策定の必要性を
啓発することができた。

人権推進課  ハローワーク⻄神と連携し、再
就職応援セミナーを実施する。

 現在求職中の⽅を対象とした「再就職応援
セミナー」を、ハローワーク⻄神・福祉課共
催のもと開催した。

【⽇ 時】令和7年12⽉3⽇(水) 1回目
     令和8年1⽉16⽇(⾦) 2回目
【場 所】三⽊市⽴教育センター
【講 師】稲⽥よし⼦ 先生
 (ハローワーク⻄神就職⽀援ナビゲーター)
【参加者】4人 1回目
     6人 2回目

B

 「初めて知る情報も多くあり、参考
になった。」との意⾒も寄せられ、内
容的には好評だった⼀⽅で、参加者が
少なかった。周知⽅法を工夫する他、
共催であるハローワーク⻄神や福祉課
との連携をより強化したい。

商工振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発した。

Ａ

 継続して資料を配布することで、就
業機会拡⼤のための技術講習や就職セ
ミナー等の情を提供できた。

28 若者を新たに雇用する企業への⽀援  若者の正規雇用に積極的に取り組む市内企業を⽀援すると
ともに、若者の雇用の促進および生活の安定化に取り組みま
す。

商工振興課  三⽊市若年者雇用促進助成⾦に
より、若年者を雇用する企業を⽀
援する。

 三⽊市若年者雇用促進助成⾦交付申請20名
(11事業所)
（R8.2.16現在）

Ａ

 補助⾦を交付することで、三⽊市在
住の若年者を雇用した企業を⽀援する
ことができた。

27 就労に関する⽀援の充実  就業機会拡⼤のためのセミナーなどを開催するとともに、
技術講習に関する情報を提供します。

29 男性の家事・育児・介護への参画の促進  家事・育児・介護を、男⼥が共に担うという意識を⾼める
とともに、家事・育児・介護の知識や技術を学習する機会を
提供します。

                     自己評価︓A…効果有 B…課題有 C…効果無・未実施

 男性のための簡単料理講座や⽗
⼦料理教室を実施する。

人権推進課  男性のための簡単料理講座及び⽗⼦料理教
室を以下のとおり実施した。

 男性のための簡単料理講座
「家族が喜ぶおとこめし 簡単ご馳走レシピ」
【⽇ 時】10⽉26⽇(⽇) 1回目
     11⽉29⽇(⼟) 2回目
     12⽉6⽇(⼟)   3回目
【参加者】7人 1回目   7人 3回目
     6人 2回目
 男⼥共同参画セミナー/⼦育てセミナー
 (⽗⼦料理教室)「今年はおにぎらずだよ︕
 パパと⼀緒に作っちゃおう」
【⽇ 時】8⽉24⽇(⽇)
【参加者】4名(2組)
 男⼥共同参画セミナー/⼦育てセミナー
 (⽗⼦工作教室)「今⽇はパパと工作DAY︕ダ
ンボール乗り物作っちゃおう︕」
【⽇ 時】2⽉1⽇(⽇)
【参加者】42名(20組)

B

 料理に関する２つの講座では、受講
後アンケート内で「教わった料理を家
でも作りたい。」という感想が⾒受け
られた。男性のための簡単料理講座に
おいては、「実際に家でも作ってみ
た。」と報告を受けることもあり、参
加者の意識向上に繋がったと思われ
る。
 また、⽗⼦工作教室ではこども福祉
課の協⼒もあり、多くの⽅に参加いた
だいた。
 ⼀⽅で⽗⼦料理教室については参加
者が少ないため、周知⽅法や内容を検
討するほか、共催であるこども福祉課
との連携をより強化したい。

令和8年3⽉料理講座3回
⽗⼦料理1回
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№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和7年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

達成期限 令和７年度各課取組状況
自己
評価

効果と課題

生涯学習課  男性料理教室を実施する。 2回（2館） 令和8年3⽉  男性料理教室を2館で年間15回開催し107名
の参加があった。また、1館では、サークルが
主体となって実施しており、男⼥が共同で家
事を担うための意識づくりに努めた。 A

 男性料理教室は人気が⾼く、年々参
加者が増加傾向にある。地区外からの
参加もあり、地域間交流もできている
ことから、今後も興味を持って参加で
きる教室運営を考えていく。

こども福祉課  ⽗親の⼦育て参加の促進をめざ
し、⽗親も参加しやすいテーマの
⼦育てセミナーや休⽇に家族で参
加できる事業としてファミリーＤ
ａｙを開催する。

年5回 令和8年3⽉ 実施回数9回（うちセミナー5回）
保護者参加者数(内⽗親参加数）
ファミリーDay
6⽉21⽇   35人(14人）
11⽉22⽇ 20人(7人）
12⽉7⽇   44人(12人）
2⽉28⽇   21人(4人)
⼦育てセミナー
8⽉24⽇  2人(2人）
10⽉ 24⽇ 18人(1人）
1⽉19⽇    11人(1人）
2⽉  1⽇    20人(20人）
2⽉ 16⽇   13人(2人）

A

 ⽗親が参加しやすいテーマで⼦育て
セミナーを開催することで、男性の⼦
育てセミナー参加者が増加した。
 ファミリーＤａｙの申込みの際に２
人目の保護者欄を設けたことで⽗親も
気軽に参加できる事業として周知でき
た。

⾼齢福祉課  介護を男⼥が共に担うという意
識を⾼め、⾼齢者や介護者を⽀え
ることができるよう、介護の知識
や健康づくりをテーマに家族介護
教室や介護予防講座を開催する。

 介護を男⼥が共に担うという意識を⾼める
ことができるよう内容を工夫し、介護の知識
や健康づくりをテーマに家族介護教室や介護
予防講座を実施した。 B

 家族介護教室などについて、参加者
の割合は依然として⼥性が多く、男性
の参加が少ない。男性が参加しやすい
と思える教室や講座を考えていく必要
がある。また、周知の⽅法についても
検討する必要がある。

30 家庭教育を学ぶ機会や家庭教育情報を提供する場への⽗親の参画
の促進

 親や親となる男⼥を対象として、家庭教育を学ぶ機会と家
庭教育情報を提供します。
 また、特に⽗親の家庭教育への参画を促進するため、学習
機会や学習内容を充実させます。

生涯学習課  家庭教育学級を実施する。
 また、乳幼児教育学級を⼟⽇に
開催することで、⽗親が参加する
機会を増やす。

家庭教育学級
12回（4館）
乳幼児教室学級

令和8年3⽉  家庭教育学級は、2館で１7回開催した。
 乳幼児学級は、4館で47回開催した。働いて
いる親も参加しやすいように⼟曜や⽇曜⽇に
開催の事業を企画したことで、⽗親と⼦ども
の参加があった。 A

 別所町公⺠館では、認定⼦ども園と
の連携により実施しており、親⼦のふ
れあいを深めることに繋がっている。
参加者の約3分の1程度は⽗親の参加で
ある。
 また、乳児教室は、少⼦化に加え、
職場復帰される⽅が多く、減少傾向に
ある。今後は、他館との共催や⼟⽇の
開催なども計画していく。

商工振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発した。 Ａ

 継続して資料を配布することで、労
働者の仕事と生活の両⽴について啓発
ができた。

人権推進課  兵庫県⽴男⼥共同参画センター
と連携し、ワーク・ライフ・バラ
ンスのセミナーを実施する。

 兵庫県⽴男⼥共同参画センターと共催のも
と、「⼥性のための働き⽅セミナー」を開催
した。

【⽇ 時】令和8年1⽉17⽇(⼟)
【場 所】三⽊市⽴教育センター
【テーマ】人生100年時代︕どう生きる︖
【講 師】瀧井智美 先生
    （株式会社ICB代表取締役 他）
【参加者】4人

B

 年代がバラバラな参加者が集まった
が、参加者同⼠が活発に対話を⾏う中
で、「前向きな気持ちになることがで
きた」と話す⽅もおり、良い機会に
なった。
 ⼀⽅で参加者が少ないため、周知⽅
法や内容等を検討する必要がある。

31 ワーク・ライフ・バランスの啓発  労働者の仕事と生活の両⽴を⽀援するため、ワーク・ライ
フ・バランスを啓発します。
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№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和7年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

達成期限 令和７年度各課取組状況
自己
評価

効果と課題

32 企業への育児・介護休業制度の啓発  関係機関との連携により、企業や労働者に対して、育児・
介護休業制度について啓発します。

商工振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発した。

Ａ

 継続して資料を配布することで、育
児等各種休暇の理解について効果が得
られるよう啓発できた。

33 企業への多様な働き⽅の啓発  関係機関との連携により、企業に対してフレックスタイム
制度や在宅勤務などの多様な働き⽅について啓発します。

商工振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発した。 Ａ

 継続して資料を配布することで、多
様な働き⽅に理解が得られるよう啓発
できた。

34 事業主および労働者への⻑時間労働の解消に向けた啓発  ⻑時間労働が、男⼥の職業生活と家庭・地域生活の両⽴を
妨げている⼤きな要因であることから、事業主に対し、労働
時間の短縮について啓発します。

商工振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 兵庫労働局及び公共職業安定所他の資料を
配布し、啓発した。

Ａ

 継続して資料を配布することで、労
働時間短縮の啓発ができた。
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基本目標Ⅲ　あらゆる暴力の根絶と困難を抱えた人々の支援

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和7年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

達成期限 令和７年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

35 配偶者などに対する暴⼒の防⽌と根絶に向けての人権意識の⾼揚  市⺠に対して、配偶者などからの暴⼒に関して正しい理解
が得られるようリーフレットを作成し配布するとともに、セ
ミナーの開催、地域における各種団体の研修会や講座などの
機会を活用し啓発します。
 男⼥共同参画センターのＤＶに関する各種資料や図書を充
実させます。
「⼥性に対する暴⼒をなくす運動」期間を周知することによ
り、ＤＶに対する問題意識を市⺠へ広げるよう啓発します。

人権推進課  DVに関する図書や、講座案内
を配架し、市⺠に情報提供すると
ともに、「⼥性に対する暴⼒をな
くす運動」期間にパネル展示を⾏
い、市⺠に啓発する。
 また、デートＤＶ防⽌のための
啓発展示を教育センターで実施す
る。

各啓発展示年1回 令和8年3⽉  DVに関する図書や講座のチラシを配架し、市⺠
に情報提供を⾏った。また、夏休み期間中に、教育
センターでデートDVに関するパネル展を開催。11
⽉の「⼥性に対する暴⼒をなくす運動」期間には、
市役所⾵除室でパネル展を開催するほか、広報みき
や神⼾電鉄三⽊駅のデジタルサイネージを利用し、
DVに関する啓発活動を⾏った。

A

 デートＤＶに関する展示は、夏休み期間中とい
うこともあり、ターゲットである学生を中⼼に啓
発できた。
 また、「⼥性に対する暴⼒をなくす運動」期間
中は啓発展示の他、今年度より株式会社岡⽥⾦属
工業所でパープルライトアップを実施したことに
より、より多くの⽅に意識してもらうことが出来
たと考える。
 次年度以降も継続して実施する。

36 市職員を対象とした配偶者などに対する暴⼒に関する研修の実施  市職員を対象に研修を実施し、市職員のＤＶに関する理解
と認識の向上に取り組みます。

配偶者暴⼒相談⽀
援センター

 DV対策連携会議の構成員を対
象としたDVに関する研修会を実
施する。

年1回 令和8年3⽉  DV対策連携会議の構成員を対象とした研修会を
実務者会議と併せて実施した。

 第2回実務者会議(研修会含む)
【⽇ 時】2⽉5⽇
【場 所】三⽊市⽴教育センター
【テーマ】男性相談から考える男性性ジェン
     ダーへのアプローチ
【講 師】中村正（⽴命館⼤学特任教授）
【参加者】27人

A

 被害者⽀援だけでなく、加害者更生が重要であ
ることや、先進的に取り組んでいる自治体の事例
などを学んだ。
 関係部署の連携を密にするためにも、来年度以
降も継続し、内容を充実させたい。

37 相談・⽀援体制の充実  「ＤＶ被害者⽀援（相談）対応マニュアル」に基づき、適
切に対応します。
 配偶者などからの暴⼒についての相談窓口を周知するとと
もに、相談しやすい窓口の体制をつくります。
 専⾨家と連携し、相談体制を充実させます。
 関係機関や関係各課と連携し、被害⼥性の保護や自⽴に向
けて⽀援します。
 相談者の事務⼿続の負担を軽減するための体制を構築しま
す。
 災害時におけるＤＶ被害者に対する⽀援体制を整えます。

配偶者暴⼒相談⽀
援センター

 「配偶者暴⼒相談⽀援セン
ター」における相談体制を充実す
るとともに、庁内関係部署や関係
機関とも連携して被害者を⽀援す
る。

 「ＤＶ被害者⽀援（相談）対応マニュアル」に基
づき、被害者の意思を尊重しつつ、被害者の安全を
最優先に考えた対応ができた。

A

 相談件数が減少しているため、DV相談室の周
知・広報活動をさらに積極的に⾏う必要がある。
 また、相談件数減少の背景として、AIなど新
しい相談⼿段の利用もあると考えられるため、多
様な相談⽅法を検討する必要がある。

38 関係機関との連携強化および庁内ＤＶ対策連携会議の開催  「庁内ＤＶ対策連携会議」を開催し、「ＤＶ被害者⽀援
（相談）対応マニュアル」に基づき関係各課と連携するとと
もに、関係職員の認識を共有します。
 必要に応じて、「ＤＶ被害者⽀援ケース検討会議」を開催
し、関係機関と連携して対応します。

配偶者暴⼒相談⽀
援センター

 庁内や関係機関との連携をス
ムーズに⾏い、迅速、効果的な被
害者⽀援を⾏う体制を整えるた
め、DV対策連携会議を開催す
る。

連携会議
年1回

実務者会議
年2回

令和8年3⽉  連携会議、及び実務者会議を以下の内容で実施し
た。
第1回連携会議兼第1回実務者会議
【⽇ 時】令和7年4⽉30⽇(水)
【場 所】三⽊市⽴教育センター
【テーマ】DV等の加害者への対応について
【講 師】中⽥忠宏（市⺠生活安全専⾨員）
【参加者】49人
第2回実務者会議
【⽇ 時】令和8年2⽉5⽇(⽊)
【場 所】三⽊市⽴教育センター
【テーマ】男性相談から考える男性性ジェンダー
     へのアプローチ
【講 師】中村正（⽴命館⼤学特任教授）
【参加者】27人

A

 連携会議兼実務者会議では、昨年度実際にあっ
たケースをもとに、関係者で対応や課題を共有で
きた。
 また、第2回実務者会議では、被害者⽀援だけ
でなく、加害者更生が重要であることや、先進的
に取り組んでいる自治体の事例などを学ぶことが
できた。
 関係部署の連携を密にするためにも、来年度以
降も継続し、内容を充実させたい

自己評価︓A…効果有 B…課題有 C…効果無・未実施
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№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和7年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

達成期限 令和７年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

こども福祉課  配偶者暴⼒相談⽀援センターと
の⽉2回の情報交換会を開催し、
⽇頃から連携体制を整えておく。
 必要に応じケース会議を開催
し、⽀援体制を整え、迅速な対応
に努める。

配偶者暴⼒相談
⽀援センターと
の情報交換
⽉２回

令和８年３⽉  各関係機関と連携を密にし、ケース会議を開催し
⽀援体制を整え、各機関が役割を担い迅速な対応に
努めた。
 また、ＤＶ相談室とは定期的（⽉２回）に情報共
有を実施した。

A

 ケース会議の開催やDV相談室との定期的な連
絡会の実施、⽇々の情報共有により、連携事案の
把握や迅速な対応に繋がった。

配偶者暴⼒相談⽀
援センター

 要保護児童対策地域協議会と連
携し、早期発⾒に努める。

 ⾯前DVを児童虐待と認識し、要保護児童対策地
域協議会と情報共有するとともに、こども福祉課と
は⽉2回定期的に協議しながら⽀援・対応を⾏っ
た。

A

 今後も緊密に情報共有を図り、緊急時には即時
に連携して⽀援を⾏える体制を維持していきた
い。

人権推進課  出前講座で、男⼥共同参画の視
点に⽴った防災、減災、復興を
テーマとしたセミナーを実施す
る。

2回 令和8年3⽉  市内の公⺠館2館で、男⼥共同参画の視点に⽴っ
た防災、減災、復興をテーマとしたセミナーを実施
した。

【⽇ 時】令和7年7⽉16⽇(水)
     令和8年2⽉7⽇(⼟)
【場 所】緑が丘町公⺠館
     ⻘⼭公⺠館
【テーマ】みんなで助かる防災
     わたしにできることを考えよう
【講 師】相川康⼦ 先生
【参加者】67人 (緑が丘町公⺠館)
     26人 (⻘⼭公⺠館)

A

 少⼦⾼齢化が進む昨今、普段から「自分にでき
ること」を考える、という先生の言葉に深く頷く
参加者が多く⾒受けられた。年齢や性別に関わら
ず、「みんなが助かるための防災」を考える良い
きっかけとなった。
 男⼥共同参画の視点に⽴った防災について、引
き続き啓発活動等を⾏う。

危機管理課  自主防災組織や⺠生委員・児童
委員を対象とした避難所運営に関
する研修を⾏う。

 自主防災組織や⺠生委員・児童委員に対しては、
年度初めの活動説明会やその他地域での防災研修を
通じ、避難所運営に⼥性等の意⾒を取り⼊れるよう
啓発を⾏った。 B

 防災計画や避難所運営マニュアルについては、
男⼥共同参画の視点を踏まえ、災害において弱者
となる⼥性や⼦ども等に配慮したものとなってい
るが、自主防災井組織や⺠生委員・児童委員に対
して浸透しきれていない。ＤＶや性暴⼒被害の防
⽌に関しては、更なる⼀歩踏み込んだ研修が必要
である。

41 性犯罪、売買春、ストーカー⾏為などの防⽌対策の実施  性犯罪、売買春、ストーカー⾏為などの根絶に向けた総合
的な取組として、早期発⾒・早期対応に取り組むとともに、
⼥性を保護する体制を関係機関と連携して進めます。

配偶者暴⼒相談⽀
援センター

 庁内関係部署や警察等関係機関
と連携し早期発⾒に取り組むとと
もに、関係機関と連携し、被害者
の安全確保のために早期に対応す
る。

 庁内関係部署や警察署などの関係機関と連携し、
早期発⾒に向けた体制を整えている。2⽉末現在、
対象事例は1件であった。

B

 関係機関と密に連絡を取り合いながら、本人に
とってより良い⽀援の⽅向性を模索し、複数の⽅
法を提案したが、相談者の希望する⽀援にはつな
がらなかった。
 引き続き⽇頃から警察等や関係機関との連携を
深め、相談者の希望に沿った⽀援ができるよう努
めたい。

教育・保育課  生活⽀援を必要とする家庭に対
し、必要に応じて認定こども園等
への⼊所調整を⾏ったり、利用可
能な制度の周知を図ったりする。

 こども福祉課等と情報共有しながら、必要な家庭
に対して、保育所・認定こども園等への⼊園・所の
配慮や、必要なサービスの提供を⾏った。 A

 園や窓口のほか、⼦育て⽀援コーディネーター
を通じての相談体制の充実が図られている。今後
も関係課と連携しながら、継続した取り組みを⾏
う。

福祉課  就労⽀援を積極的に⾏い、ハ
ローワーク、無料職業紹介登録先
と連携を図りながら就労に結びつ
ける。

3人 令和8年3⽉  該当者はなかったが、ハローワーク・無料職業紹
介登録先と連携を図りながら就労⽀援を⾏う体制を
整えていた。 A

 困窮しているだけでなく、様々な要因があるた
めハローワークのみならず、他部署とも連携強化
に努めていく。

42 ひとり親家庭などへの⽀援  ひとり親家庭など、生活⽀援を必要とする家庭に対して、
相談・⽀援体制を充実させるとともに、就労に必要な知識、
技能の習得を⽀援します。

39 ＤＶのある家庭の⼦どもおよび家族に対する⽀援  「ＤＶ被害者⽀援（相談）対応マニュアル」に基づき、対
応します。
 ⾯前ＤＶは、⼦どもへの⼼理的虐待にあたり、⼦どもにも
深刻な被害を与えることから、「要保護児童対策地域協議
会」と連携しながら早期発⾒に取り組み、ＤＶのある家庭の
⼦どもおよび家族への訪問、指導、援助の体制をつくるとと
もに、暴⼒の連鎖を防ぐよう取り組みます。

40 災害時のＤＶや性暴⼒被害の防⽌に対する取組  災害時におけるDVや性暴⼒被害の防⽌を啓発するととも
に、被害が生じた場合の早期対応に向けた⽀援体制を整えま
す。

18 ページ
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効果と課題

こども福祉課  ひとり親家庭を対象に、⼦ども
の養育や、保護者の就労、離婚問
題など生活全般に関する相談に応
じる。
 併せて就労技術習得へ向けてサ
ポートも⾏う。

 将来の安定した職業への就職やキャリアアップに
よる経済的な自⽴の促進に向け、制度紹介や関係機
関（社会福祉協議会、ハローワーク等）との連携を
図った。
 また、養育の⼼配な家庭については相談等、こど
も家庭⽀援員と連携を図り対応をした。

A

 ひとり親家庭からの相談は、養育や就労、離婚
等相互に関連する複合的な内容が多く、複数の制
度理解に加え、家族⽀援のスキルも求められる。
相談員の継続的な研修機会の確保や⽀援体制の強
化が必要。

配偶者暴⼒相談⽀
援センター

 ⾼齢である、障がいがある、ま
たは外国人である、DV被害者で
あるなど複合的に困難な⼥性に対
して、関係各課と連携しながら⽀
援に努める。

 「困難⼥性⽀援法」に基づき、年齢、障害の有
無、国籍などを問わず対象となる⼥性には適切に対
応・⽀援するとともに、複合的な困難を抱える被害
者については関係課と協議しつつ、本人の意思を尊
重して適切な⽀援を⾏った。

B

 配偶者暴⼒相談⽀援センター単独では対応しき
れないケースがあるため、今後も関係課と緊密に
連携し、被害者に対してより効果的で適切な⽀援
を提供できる体制づくりを進めたい。

福祉課  関係各課と連携して、相談者に
寄り添った細やかな対応、⽀援活
動を⾏う。

3人 令和8年3⽉  関係課との連携は出来ており、相談者3人に対し
寄り添い細やかな⽀援を⾏った。

A

 担当課と連携もスムーズにとれているが、今後
も市全体で継続的な連携が必要である。

⾼齢福祉課  障がいのある⾼齢者、外国人の
⾼齢者など複合的に困難な状況に
置かれている場合があることに留
意し、関係課と連携しながら⽀援

 複雑化・複合化した相談が増加傾向にあるため、
関係課と連携し、課題解決を図った。

B

 引き続き、関係課が連携し、課題解決を図る体
制を強化する必要がある。

障がい福祉課  障がい者や難病患者及びその保
護者などからの相談においては、
複合的に困難な状況に置かれてい
る場合があることを留意し対応す
る。

 「困難⼥性⽀援法」の対象の有無は問わず、
障がいがあり、相談や⽀援が必要な場合は関係課と
連携して⽀援している。
 窓口や外部から相談の連絡を受け、柔軟に相談対
応を⾏い、必要に応じて医療機関や障害福祉サービ
スにつなげ、関係機関との連携も強化している。 A

 現状では「困難⼥性⽀援法」の対象事例の把握
はしていないが、従来から関係機関と連携強化を
図っている。
 また、障害や疾病に関する相談から⽇常生活に
至るまでの相談に対応し、複数の⽀援者にて⽀援
を⾏い課題解決に繋げることが出来ている。
 多問題化しているケースに関して相談者がどこ
に相談をすればよいか迷い、深刻な状況に陥る⼀
歩⼿前で市に相談されることがあるため、相談窓
口の周知活動が必要。

市⺠協働課 「外国人住⺠相談窓口」にて⼥性
の人権に関わる相談があれば、速
やかに関係各課と連携し情報共有
を図り⽀援を⾏う。

 該当する事例はなかった。⼥性の人権に限らず、
必要に応じて担当課と連携し⽀援した。

A

 健康増進課や⼦育て⽀援課、人権推進課等、関
係各課との連携強化が図られた。

こども福祉課

 家庭児童相談に加え、児童虐待
の予防や早期発⾒のための関係機
関との連携強化を目的とした虐待
予防ネットワーク事業（オレンジ
ネットワーク）を実施する。
 また、虐待防⽌研修会を実施
し、関係者の理解を深めるととも
に専⾨性の強化を図る。

保育所、認定こ
ども園、学校等
45施設訪問

虐待予防研修会
1回実施

令和8年3⽉  ⼦ども家庭⽀援員による相談を実施し、相談者の
ニーズに的確に対応していくため関係機関と連携を
図りながら⽀援体制の充実に努めた。
 オレンジネットワーク事業では学校等45施設を
訪問し、連携の強化を図った。
 また、学校関係者等の、児童虐待の発⾒・対応お
よび予防に関する理解を深めるため、予定していた
研修会は開催しなかったものの、随時説明や情報提
供を⾏い、きめ細やかな⽀援と周知に努めた。

A

 保護者等に対しての継続的な相談⽀援や適切な
情報提供を⾏うことで、児童虐待の早期発⾒や予
防に努めた。
 オレンジネットワーク事業では、学校園との情
報共有、⽀援⽅針の確認(所属の⾒守り等)を⾏う
ことができた。
 また、ヤングケアラ―についての聞き取りを併
せて⾏い、早期の把握に取組んだ。

配偶者暴⼒相談⽀
援センター

 要保護児童対策地域協議会及び
関係機関と連携し、⽀援する。

 要保護児童対策地域協議会への出席を通じて情報
共有を図り、緊急時にも迅速に対応できる体制を整
えている。 A

 要保護児童対策地域協議会で扱っていない事案
であっても、⽉2回の定期的な協議を通じて情報
共有を図り、児童の安全に配慮した適切な対応が
できている。

44 児童虐待防⽌と救済体制の整備  児童虐待に対する相談・⽀援体制を充実させるとともに、
虐待の防⽌と救済のため、要保護児童対策地域協議会が協⼒
して対応できる体制や地域のネットワークの連携強化を進め
ます。

43 複合的に困難な状況にある⼥性に関する⽀援体制の充実  「困難⼥性⽀援法」に基づき、対象となる⼥性であれば年
齢、障がいの有無、国籍などを問わず、複合的に困難な状況
に置かれている場合があることに留意し、関係課が連携して
⽀援します。
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№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和7年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

達成期限 令和７年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

学校教育課  虐待が疑われる情報が⼊った際
には、早急に学校・こども福祉
課・福祉課などの関係機関と連携
を⾏い、必要に応じてケース会議
を実施する等、即時対応を⾏う。

 必要なケースについては、学校・関係機関・医療
機関・スクールカウンセラー等を含む ケース会議
を開催し、⽀援⽅針の協議を⾏った。

A

 学校・教育委員会・関係機関が連携することで
早期対応をすることができた。今後も関係機関と
情報共有を図り、早期発⾒・早期対応をしてい
く。

教育・保育課  虐待が疑われる事案について
は、早期発⾒、迅速な対応に努
め、関係機関との連携を密にし、
必要に応じてケース会議を実施す
る。また、要保護児童部会にて、
関係機関と定期的な情報共有を図
る。
 保育ソーシャルワーカーを派遣
し各園所への巡回訪問を実施し、
必要なケースについては関係機関
へつなぎ、連携を図る。

巡回訪問
各園最⼤2回実施

令和8年3⽉   2カ⽉に1回、要保護児童対策地域協議会実務者
会議に参加し、虐待防⽌のために、園所内からの情
報や市教委、各関係機関が連携を取って情報共有を
⾏った。
 また、保育ソーシャルワーカーによる巡回訪問に
より、必要なケースについては他機関と情報共有
し、⾒守り⽀援の連携を図った。(8園18件 各2
回）

B

 ⼦どもを取り巻く様々な機関が情報を共有する
ことで、より適切な対応や⽀援につながってい
る。
 抱える課題が多様化・複雑化しているため、今
後も関係機関の連携を密にするとともに、窓口を
明確にし、園所と関係課および関係機関との情報
共有や連携を密に⾏うことで、虐待防⽌、早期発
⾒・対応に努める。

⾼齢福祉課  ⾼齢者虐待に関する相談や通報
があった際に、警察や他課等の関
係機関との連携がスムーズに⾏え
るように連携強化を進める。

 ⾼齢者虐待の相談や通報により、早期に事実確認
を⾏い、関係機関と連携し、早期介⼊に努めた。

B

 引き続き、⾼齢者虐待の解決を図るためには、
関係機関との連携した対応が必要である。

障がい福祉課  障がい福祉課内に虐待相談窓口
を設置する。
 県が開催する虐待をテーマとす
る研修会に、市内事業所等の参加
を促し、虐待に対する理解と認識
を深めれるように啓発を⾏う。
 また、市⺠に対しては、市の
ホームページや広報誌において虐
待相談窓口の広報を⾏う。

障害者虐待に関する通報は基幹相談⽀援センター
で受理し、通報者や関係機関から聴き取りを⾏った
後、課内のコアメンバー会議を開催して対応⽅針を
打ち出して迅速な対応を⾏った。
受付件数 16件

12/15開催の地域自⽴⽀援協議会の全体会におい
て、障害者虐待の事例を使って研修を開催した。
参加者 60人

虐待防⽌のパンフレットの配布や市のホームペー
ジや広報にて虐待相談窓口の周知を図った。

Ａ

障害者虐待は年々増加傾向にあるが、通報者の
意識が変化してきており、重度化する前に通報が
あり、未然に対応することができるようになっ
た。

障害者虐待防⽌の取組として、各々の事業者が
⼀緒になって学ぶ機会や情報交換を図る機会を創
出する必要がある。

46 企業などへの各種ハラスメント防⽌に関する⽀援  職場での各種ハラスメント防⽌について、企業や労働者へ
啓発します。

商工振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 市内企業に兵庫労働局及び公共職業安定所他の資
料を配布し、啓発した。 Ａ

 継続して資料を配布することで、各種ハラスメ
ント防⽌の啓発ができた。

47 社会教育の場における各種ハラスメント防⽌のための啓発・教育  各種ハラスメント防⽌のための啓発および教育に取り組み
ます。
 「セクハラ」「パワハラ」「妊娠・出産・育児、または介
護」などにかかるハラスメント防⽌の指針に基づき、早期発
⾒に努めるとともに、相談体制を充実させます。

人権推進課  「セクハラ」を始めとするハラ
スメント防⽌に関する図書を配架
し、啓発する。

 セクハラをはじめとする各種ハラスメント防⽌に
関する図書を配架し啓発を⾏ったものの、貸し出し
にはつながらなかった。 B

 来年度からは、利用者がより利用しやすい図書
の貸し出し⽅法を検討するとともに、多様な⼿法
を積極的に検討し、効果的な啓発活動を展開して
いきたい。

45 ⾼齢者、障がい者の虐待防⽌と救済体制の整備  ⾼齢者、障がい者の虐待に対する相談・⽀援体制を充実さ
せるとともに、虐待の防⽌と救済のため、関係機関が協⼒し
て対応できる体制や地域のネットワークの連携強化を進めま
す。
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№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和7年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

達成期限 令和７年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

障がい福祉課  障害者総合⽀援法に基づく障害
福祉サービスや児童福祉法に基づ
く児童通所⽀援の提供を⾏う。
 障がい者から就労に関する相談
があった場合は、ハローワークや
北播磨就業・生活⽀援センターと
連携し、必要な⽀援機関へつな
ぐ。
 また、企業に対し障害者雇用促
進助成⾦を案内し、障がい者雇用
の充実を図る。

 福祉のしおりでの制度の周知や窓口での相談等
で、必要な情報の提供等を⾏った。
障害者基幹相談⽀援センターで障がい者や関係機関
からの相談に応じ、必要があれば他就労系施設と調
整を⾏った。
調整した件数 19件（⾒込み）
 障害者継続雇用の⼿助けを目的とした「障害者雇
用促進助成⾦交付事業」の制度案内チラシを市内企
業に周知し、助成⾦の交付を⾏った。
助成⾦交付件数 9件。

Ａ

 必要な制度等の周知により新たなサービス利用
に繋がったケースがあった。
 雇用については法定雇用率が引き上げられ、企
業が障がい者を労働者として求める機会が増えて
いる。今後は継続して企業と就労を希望する障が
い者のマッチングを図ることが課題となる。

商工振興課  兵庫労働局及び公共職業安定所
他の資料を配布し、啓発する。

 兵庫労働局及び公共職業安定所他の資料を配布
し、啓発した。

Ａ

 継続して資料を配布することで、障がいのある
人が住み慣れた地域で安⼼して生活し、社会参加
や地域活動ができるよう、サービスの選択に必要
な情報の提供ができた。

48 障がいのある人が自⽴するため、必要な情報の提供と企業に対す
る啓発活動

 障がいのある人が住み慣れた地域で安⼼して生活し、社会
参加や地域活動ができるよう、サービスの選択に必要な情報
を提供します。
 また、雇用を充実させるため、ハローワークと連携し、企
業に対して啓発します。
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№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和7年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

達成期限 令和７年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

障がい福祉課  障害者総合⽀援法に基づく障害
福祉サービス及び児童福祉法に基
づく児童通所⽀援の提供を⾏う。

 保護者のニーズや⽀援の必要性などの聞き取りを
⾏い、スムーズに福祉サービスを利用できるよう
に、学校や福祉サービスの事業所に連携と周知を
図った。
 また小学校以上の保育所等訪問⽀援を従来利用し
ていなかった対象者の利用が促進されるよう取り組
んだ。

A

 小学校以上の保育所等訪問⽀援等の利用ができ
るように、サービス利用に向けた教育現場との調
整を⾏い、利用開始につながった。
 今後さらに周知調整を図っていく必要がある。

教育センター  医師による発達教育相談を実施
する。

１⽇当たり最⼤
３件の教育相談
を⽉１回実施

令和8年3⽉  2⽉末時点で、27件の相談があった。教育相談を
⼊口にして、医師への相談へつなげるようにした。

A

 今後も教育相談からはじめ、医師からの助言が
必要なケースを適宜つなげるようにする。

学校教育課  スーパーカウンセラーやスクー
ルカウンセラー、スクールソー
シャルワーカー、特別⽀援教育指
導補助員を配置することにより、
学校の⽀援体制・相談体制の充実
を図る。

 スーパーカウンセラーやスクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカーを配置し、相談体制の
充実を図った。

A

 学校の相談体制の充実を図ることで、児童生徒
や保護者が相談しやすい環境や体制を整えること
ができた。

49 障がいのある⼦どもをもつ保護者と障がいのある保護者の⼦育て
への継続的な⽀援の充実

 障がいのある⼦どもに対し、継続して⽀援するとともに、
その保護者に対しても相談など、必要な⽀援を実施します。
 また、障がいのある保護者に対して、⼦育てにかかる継続
した⽀援を実施します。

 ⼦育てキャラバン138回開催。
 1歳6か⽉児、3歳児健診においては、⼼理職を配
置し、各⽉1回実施した。
 また、医師、⼼理⼠等による発達専⾨相談を定期
的に実施し、関係機関との連携も継続している（発
達専⾨相談︓69回）。
 ５歳児発達相談の実施(9⽉〜3⽉)により、⼦ど
もと保護者が安⼼して就学を迎えることができるよ
うに⽀援した。

Ａ

 障害の早期発⾒だけでなく、保護者の育児の不
安等を解消するとともに、児の⼼⾝のすこやかな
発達を促す取組であるため、今後も継続する必要
がある。

こども福祉課

 ⼦育て⽀援相談窓口やキャラバ
ン等の事業を通じて、情報提供及
び関係課と連携を図り、専⾨的な
相談を案内する。
 健診や相談業務を通して乳幼児
の障がいや発達の遅れを早期に発
⾒し、必要な⽀援を受けることが
できるよう関係機関等との連携を
図る。

⼦育てキャラバ
ン年間139回

乳幼児健診（乳
児、1歳6か⽉
児、3歳児）を各
⽉１回

５歳児発達健
診、５歳児発達
相談を9〜3⽉に
実施

すこやか相談年
12回、発達相談
年60回程度

令和8年3⽉
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№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和7年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

達成期限 令和７年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

教育センター  不登校の児童生徒への個に応じ
た⽀援や小集団での活動をとおし
て、社会的に自⽴する⼒を育てる
ことを目的とした「みっきぃルー
ム」を運営する。

⼊級生の60%以
上が部分登校や
完全登校できる
ようになる。

令和8年3⽉  2⽉末時点で、5名の⼊級があった。小集団活
動、学習活動、体験活動を⾏っている。必要に応じ
て個々の相談を⾏っている。
 ⼊級生全員(100%)が部分登校や進学できるよう
になった。 A

 通級生は進学や登校につながっている。今後も
児童生徒の必要に応じて関わり、通級生の居場所
作りを⾏っていく。

学校教育課  関係機関と連携のもと、児童生
徒の状況に応じた⽀援を⾏い、環
境整備を進めるとともに柔軟な学
習⽀援の充実を図る。

 不登校・別室登校・特別な配慮が必要な児童生徒
に対し、校内⽀援教室や個別学習⽀援を実施。

A

 児童生徒が安⼼して学び続けられる環境の整備
を進めることができた。

教育センター  電話や⾯談による、⻘少年悩み
の相談を実施する。

年間相談件数
200件以上

令和8年3⽉  2⽉末時点で、200件を上回る相談があった。必
要に応じて、利用者のカウンセリングに応じてい
る。

A
 今後も必要に応じてカウンセリングを⾏い、利
用者の安⼼につなげていく。

こども福祉課
 必要に応じて関係機関と連携の
うえ、柔軟に対応する。

 必要に応じて相談に応じ、関係機関と連携してい
る。 A

 関係機関と連携し、対応できている。

人権推進課

 毎週⽕、⽊曜⽇に「⼥性のため
の相談室」を開設し、思春期の⼦
どもに悩む⺟親の相談に対応す
る。

 毎週⽕曜⽇と⽊曜⽇に電話相談及び⾯接相談を実
施。
【相談件数】⾯接相談 234件（2⽉末現在）
      電話相談 16件 (2⽉末現在)

A

 相談者に寄り添って傾聴するとともに、⼀緒に
考えるという姿勢で適切な助言を⾏うことができ
た。
 来年度以降も引き続き相談者に寄り添う姿勢で
事業を継続する。

50 不登校、集団参加が困難な児童生徒に対する相談・⽀援の充実  関係課による家庭訪問や専⾨家の派遣、みっきぃルームの
開催などを実施するとともに、三⽊市不登校・ひきこもり⽀
援ネットワーク「ほっぷ☆すてっぷ」などと連携し、相談・
⽀援の充実に努めます。

51 思春期の⼦どもの相談・⽀援の充実  思春期に悩む⼦どもや保護者が安⼼して相談できる体制を
充実させます。
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基本目標Ⅳ　誰もが健康で、安全・安心に暮らせる環境の整備

№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和7年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

達成期限 令和７年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

52 男⼥共同参画の視点を踏まえた防災の取組  防災に関する政策、⽅針決定の過程などにおいて⼥性の参
画を推進し、男⼥共同参画の視点を取り⼊れた防災体制を整
えます。
 また、男⼥共同参画の視点を踏まえた防災計画を策定し、
市⺠に周知するとともに、必要に応じて⾒直します。

危機管理課  三⽊市地域防災計画の作成及び
実施を推進する三⽊市防災会議に
おける⼥性委員の登用を進め、男
⼥共同参画の視点を踏まえた防災
計画を策定する。

⼥性委員12人以
上（防災会議4
割）

令和8年4⽉  防災会議の⼥性委員は30名中、9名で3割と
なっている。防災会議等において、男⼥共同参
画の視点を踏まえた意⾒交換が実施できてお
り、その内容を防災計画に反映することができ
ている。

A

 会議の性質上、更なる⼥性委員の割合
増加については、困難な状況であるが、
引き続き、⼥性委員の登用を進め、防災
会議等で⼥性等の意⾒が反映できるよう
努める。

53 男⼥共同参画の視点に配慮した避難所の運営  避難所運営に男⼥が運営委員として参画し、⼥性更⾐室や
授乳室の確保など、男⼥共同参画の視点に配慮して運営しま
す。

危機管理課  避難所運営マニュアルを男⼥共
同参画の視点に配慮し作成してい
る。マニュアルを基に、男⼥共同
参画の視点に配慮した避難所運営
に努める。

 避難所運営マニュアルの男⼥共同参画の視点
にかかる部分については、防災会議委員からの
意⾒や男⼥共同参画センターからの助言をいた
だきながら、随時、⾒直し・⽂言修正等を⾏っ
た。
 避難所運営マニュアルについては、自主防災
組織活動説明会や地域での防災研修会等におい
て市⺠への周知に努めた。

A

 防災会議委員や各団体からの意⾒等を
踏まえ、男⼥共同参画の視点に配慮した
避難所運営マニュアルができている。
 今後も男⼥共同参画の視点や多⽅⾯の
意⾒を取り⼊れながら、避難所運営マ
ニュアルの検証を⾏っていくとともに、
マニュアルに基づいた市職員や自主防災
組織への研修を進める。

危機管理課  自主防災組織の役員・班体制に
おいて、男⼥双⽅が構成員となる
ように研修会等で働きかけ、多様
な視点からの意⾒を地域防災に反
映させることで防災意識の向上を
図る。

 自主防災組織活動説明会等を通じて避難所運
営主体などには男⼥双⽅が構成員となるように
啓発を⾏った。
 また、三⽊市が主催する総合防災訓練や自主
防災組織育成研修会及び地区まちづくり協議会
が主催する地区防災訓練には男⼥かかわらず、
多くの人が参加している。
 Ｒ７参加者
  三⽊市総合防災訓練（市⺠参加）374人
  三⽊市自主防災組織育成研修会 349人

A

 市総合防災訓練や自主防災組織育成研
修会では、自主防災組織の役員や⺠生委
員・児童委員を中⼼に多くの参加があ
り、防災・減災についての備えを考える
良い機会となっている。
 全体的に若者や農村部における⼥性の
参加者が少ない傾向にあるので、様々な
⽴場の市⺠が参加できるよう検討を進め
る。

消防本部  広報みき、新聞広報記事等によ
る啓発や地域、学校、職場等での
訓練を通じて、男⼥共同での防災
意識の⾼揚に努める。

広報・新聞
⽉１回

令和8年3⽉  ⼥性消防団員と連携した住宅防⽕キャンペー
ンを実施し、⼥性による視点で防⽕・防災意識
の⾼揚を図った。また、職場の訓練では男⼥そ
れぞれが果たすべき役割を認識することができ
た。

 広報みき12回、新聞15回発⾏済み。

A

 男⼥が共に助け合い地域や職場を守る
ことの⼤切さを啓発できた。今後も継続
的に広報みき、新聞広報記事等による啓
発を⾏い、防⽕・防災意識の⾼揚を図っ
ていく。

こども福祉課  ①市内において⼦育て⽀援に関
する活動を⾏っている団体に⼦育
て⽀援団体活動促進事業補助⾦を
⽀給し、⼦育て⽀援活動を促進す
る。
 ②市内の⼦どもを対象に食事を
提供し居場所づくりを⾏う⼦ども
食堂を運営する団体に対し、運営
経費の⼀部を補助し、⼦どもが健
やかに成⻑できる環境整備を促進
する。

①補助⾦申請団
体
7団体

②市内10地区で
の実施

令和８年３⽉ ①申請団体︓⼦育て⽀援団体活動促進事業補助
⾦ 4団体

②⼦ども食堂は7地区8団体で活動しており、う
ち5団体が市の補助⾦を活用している。また、
国の臨時的な補助⾦を活用して物価⾼騰対策⽀
援⾦を交付した。他に、⽴上げ⽀援や運営の相
談、国・県の情報提供、食材の寄附等の受渡し
調整を⾏った。また、広報の特集に掲載し、活
動の周知を図った。

A

①補助⾦を利用して活動することで、⻑
期的な活動に繋がり、保護者に対し⻑期
的に⽀援することができる。
②広報による周知をきっかけに、食材の
寄附やボランティアの申出が多くなっ
た。
 こどもだけではなく、地域の⾼齢者等
も参加される食堂が多く、地域の多世代
交流の場ともなっている。

                    自己評価︓A…効果有 B…課題有 C…効果無・未実施

54 防災意識の⾼揚に向けた取組  平常時から家庭、地域、学校、職場などで防災への積極的
な取組を推進し、男⼥が共に地域防災の担い⼿となる意識を
⾼めます。

55 地域で⼦育てができる環境づくり  ⼦育て中の保護者や親⼦の交流を促進する場を提供すると
ともに、地域住⺠同⼠が助け合い、地域で安⼼して⼦育てが
できる環境をつくるための施策を推進します。
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教育・保育課  通園していない乳幼児親⼦に対
し遊び場を提供し、親⼦で遊んだ
り、親同⼠の交流の場を提供した
りするなど、⼦育て拠点として、
園（所）が有する機能を地域に還
元する。

園庭開放
⽉1回以上

未就園児応援事
業
⽉1回以上

令和8年3⽉  市内認定こども園14園と幼稚園2園におい
て、未就園児応援事業を実施した（認10園、幼
2園で利用あり︓延べ利用者数1549人】
また、全園所において園庭開放を実施し、地域
の遊び場として提供し⼦育て⽀援を⾏ってい
る。(延べ利用者３７４人）

A

 未就園児の親⼦にとって、在園児や他
の未就園児とのふれあいの場となり、保
護者同⼠も⼦育てについて気軽に相談し
たり話したりできる場になっている。
 地域や園所におけるニーズや利用者数
に差があるが、実情に応じて継続して実
施する。

56 ⾼齢者が住み慣れた地域で暮らせる環境づくり  ⾼齢者が住み慣れた地域や住まいで安⼼して生活できるよ
う、介護関係の事業所（施設などを含む）や⾏政、住⺠が連
携し、地域全体で⾼齢者やその家族を⽀えることのできる
ネットワークを構築します。

⾼齢福祉課  関係機関との情報共有や連携強
化、資質向上を⾏い、定期的に担
当者会議を開催することで、地域
課題の解決に向けた⽀援を⾏う。

⽉1回以上 令和8年3⽉  地域ケア個別会議を開催し、多職種協働によ
る個別事例の検討により、個別課題の解決や介
護⽀援専⾨員のケアマネジメントの向上、関係
者間のネットワークの構築、地域課題の把握を
⾏った。また地域住⺠と専⾨職が集まり、個別
事例の課題解決に向けて、話し合う「ご近所会
議」を開催した。

 会議の開催回数︓16回

A

 引き続き、個別事例の検討により地域
課題を抽出し、生活⽀援体制を整備す
る。

こども福祉課  育児の援助を受けたい人（依頼
会員）と、育児の援助を⾏いたい
人（協⼒会員）とが、お互いに会
員となって、こどもを預けたり預
かったりすることで、⼦育て中の
人を地域で⽀える。
 また、会員数が減少しないよ
う、広報活動等を⾏う。

利用者数 800
人

令和8年3⽉ 利用者数（Ｒ８.3末⾒込） 700人

【会員数】 依頼会員 293人
      協⼒会員 154人
      両会員   43人
 
ファミサポ通信を年6回発⾏し、広報した。

A

 三⽊市社会福祉協議会に委託し、依頼
に応じたマッチングがスムーズに⾏えて
いる。

 ファミサポ通信は、市内の認定こども
園、公⺠館等に配布している。

⾼齢福祉課  ⾼齢者ファミリーサポートセン
ターを委託運営し、市内⾼齢者の
困りごとに対し市⺠ボランティア
を派遣する市⺠互助型の活動の輪
を作るため、協⼒会員の増加を目
指す。

協⼒会員数 90
名

令和8年3⽉  目標数値に惜しくも届かなかった（協⼒会員
88人）ものの、R7より市内⾼校と連携し、協
⼒会員が⾼齢者ファミリーサポートセンターの
周知⽅法を考案したことにより、会員の確保に
寄与した。

B

 協⼒会員増加のための下地として、ま
ずは若い世代の認知度を上げる取組は実
施できた。
 協⼒会員の増加に合わせて多世代に本
事業をPRし、協⼒会員の平均年齢を下げ
る取組も必要である。

福祉課  ⽀援が必要な世帯については、
⺠生委員・児童委員などと協⼒
し、⾒守りや必要な⽀援に繋げて
いく。

⽉1回以上 令和8年3⽉  安否確認の要請を受け、地域の⺠生委員や警
察と連携して、無事に安否確認ができた。
 ⽉１回の各地区定例会において、⾒守りや⽀
援の実施報告を受けた。

A

 今後も⺠生委員などと連携し、地域の
⾒守りや⽀援を継続していく。⺠生委員
欠員地区においても必要な⽀援ができる
よう、引き続き推薦依頼を⾏う。

⾼齢福祉課  通常業務において定期的な訪問
活動を⾏い、訪問先の⾼齢者の異
変を発⾒することが可能な事業者
（協⼒事業者）と相互に連携し
て、⾼齢者の⾒守りを実施する。

 ⺠生委員など地域の関係者や協⼒事業者等と
連携することで、地域の⾼齢者の⼼⾝の状況や
家庭環境等について、状況把握や継続的な⾒守
りを⾏った。

A

 引き続き、各関係機関と連携を図り、
複合的な課題を持つ⾼齢者への対応を⾏
う。

59 認知症サポーターの養成  認知症に対する正しい知識と理解をもち、地域で認知症の
人やその家族に対してできる範囲で⼿助けする「認知症サ
ポーター」を養成します。

⾼齢福祉課  認知症サポーター養成講座を推
進し、認知症の理解の輪を広げる
活動を実施する。

⽉１回開催 令和8年3⽉  認知症に対する正しい知識と理解をもつ住⺠
が増えるよう、様々な年齢層に対する「認知症
サポーター養成講座」を年14回実施し、406名
の「認知症サポーター」を養成した。 A

 実施した認知症サポーター養成講座に
は、男性の参加も多くあり、男⼥共同参
画の視点で、認知症への理解促進と地域
で⽀え合う意識の向上が期待できる。
 今後も、認知症の⽅やその家族が暮ら
しやすいまちづくりを構築する必要があ
る。

57 市⺠互助型の⽀え合い活動の推進  ファミリーサポートセンター事業を実施し、お互いに⽀え
合う活動を推進します。

58 地域における孤⽴防⽌と⾒守り・助け合い活動の推進  ⺠生委員・児童委員などと連携し、地域において⽀援が必
要な世帯の⾒守りなどを⾏うとともに、必要に応じて適切な
⽀援制度につなぎます。

25 ページ



№ 具体的施策 施策の内容 担当課名 令和7年度各課事業実施計画
目標数値

（人、％、回数
等）

達成期限 令和７年度各課事業取組状況
自己
評価

効果と課題

こども福祉課  児童センターや吉川児童館、公
⺠館等で実施する親⼦ふれあい遊
び（⼦育てキャラバン）に保育⼠
をはじめ保健師・栄養⼠・臨床⼼
理⼠・作業療法⼠が参加し相談で
きる環境を整える。
 妊娠期・出産期・育児に関する
相談事業を継続し、ニーズに沿っ
たきめ細かな相談体制の充実を図
る。
 また、必要に応じて医療機関及
び関係課と連携し、適切な指導や
対応を図る。

⼦育てキャラバ
ン年間139回

令和8年3⽉  ⼦育てキャラバン 138回開催。
 ⺟⼦健康⼿帳交付時に、こどもサポートセン
ター、産前・産後サポート事業、産後ケア事業
等のサービスについてチラシを配布し情報提供
している。
 また、⽀援の必要性が⾼い妊婦に対しては、
サポートプランを作成し、産前から相談を重ね
ることで、スムーズな育児のスタートができる
よう体制を整えている。

Ａ

 個々の状況に応じた相談を⾏うことが
できた。
 医療機関との連携もスムーズに⾏えて
おり、早期の⽀援につなげることができ
ている。

⾼齢福祉課  介護保険ガイドブックや広報・
市のホームページ等での周知に合
わせて、介護を必要とする人や介
護を担う家族等が適切なサービス
を受けられるように、地域包括⽀
援センターなどの相談窓口を設置
する。

 地域包括⽀援センターにおいて、来所相談や
電話相談、家庭訪問等から⾼齢者やその家族の
⼼⾝の状況、家庭環境等の生活実態を把握する
ことで、生活課題やニーズ等を把握し、適切な
関係機関、制度、サービス等につなぎ、⽀援を
⾏った。

A

 引き続き、地域包括⽀援センターや地
域の⾝近な相談窓口である在宅介護⽀援
センターを周知し、継続して⾼齢者の全
般的な相談体制の充実を図る。

61 保護者の就労時間や就労形態の多様化に対応するための保育サー
ビスの充実

 保護者の就労時間や就労形態の多様化に対応するため、延
⻑保育や休⽇保育などのサービスを充実させ、⼦育てと仕事
の両⽴を⽀援します。

教育・保育課  保護者の就労時間や緊急⼀時的
な保育の要望に対応できるよう、
延⻑保育や⼀時預かり保育の受け
⼊れを⾏う。また保護者の就労に
応じ、年度途中の⼊所申込を受け
付け、⼊所調整を⾏う。

 保護者のニーズに応じて、延⻑保育や在園児
の預かり保育、在園児外の児童に対する⼀時預
かりを実施できた。また年度途中の⼊所受⼊れ
も継続して実施している。
 また、⺠間園1園において、休⽇保育を実施
し、必要に応じて受⼊れを⾏った。

A

 多様な就労形態や保護者のニーズに応
じた受け⼊れを実施することができた。
 ⼀⽅、保護者ニーズの多様化による園
所の職員の負担や職員不⾜等の課題もあ
るため、各施設と連携しながら保育サー
ビスの充実に努めていく。

62 放課後児童健全育成事業（アフタースクール）の充実  就労や疾病、介護などにより、昼間保護者が家庭に居ない
小学生を対象に、児童の保護と遊びを通した健全な育成のた
め、アフタースクールの運営を継続します。
就労や疾病、介護などにより、昼間保護者が家庭に居ない小
学生を対象に、児童の保護と遊びを通した健全な育成のた
め、アフタースクールの運営を継続します。

教育・保育課  保護者の就労を⽀援するため、
⼊所を希望する児童の適切な受⼊
を⾏うと共に、在籍する児童が健
全に育成されるよう援助を⾏う。

 13箇所のアフタースクール事業所の運営を通
じて、市内全ての小学校区で放課後の児童の受
け⼊れを⾏った。

B

 放課後や⻑期休業中の児童を預かり⾒
守ることにより、保護者の就労⽀援に繋
ぐことができている。
 ⼀⽅で、⼀部の地域においては、低学
年児童の利用率が増え、⾼学年児童の待
機解消と⽀援員の人材確保について課題
が残る。

63 ⼦育て学習機会の充実  ⼦どもの健やかな成⻑のために、⼦どもたちの成⻑に合わ
せ、健康教育や⼦育て学習の機会を充実させるとともに、健
康・育児相談を実施し、安⼼して⼦育てができる環境を整備
します。

こども福祉課  ⼦育てセミナー等の事業を展開
して保護者の⼦育て学習を実施す
る。
 健診・健康教室を通して健康教
育の充実を図り、安⼼して⼦育て
ができる環境整備を進める。

⼦育てセミナー3
回

令和8年3⽉ 実施回数
⼦育てセミナー  5回
BP1プログラム  4回
BP3プログラム  1回

※BPプログラム
初めて⾚ちゃんを育てる⺟親を対象としたセミ
ナーや講習など

Ａ

 保護者が関⼼の⾼いテーマを選び、学
習機会を提供できた。
 参加者を⽗親に限定したセミナーを実
施することで⽗親の育児への参加を促し
た。
 今後も⽗親に限定したセミナーを実施
することで⽗親の育児への関⼼が⾼まる
よう⽀援していく。

60 ⼦育てや介護に関する相談体制の充実  妊娠・出産・育児に関する相談を充実させるとともに、必
要に応じて医師、⻭科医師、保健師などによる指導を受ける
ことができる体制づくりを進めます。
 また、介護を必要とする人や介護を担う家族などが適切な
サービスを受けられるよう、介護保険制度やその内容につい
ての情報を提供するとともに、相談体制を充実させます。
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64 若者の交流⽀援  結婚を望む男⼥に対する出会いサポート事業を推進し、出
会いの場を提供します。

縁結び課  少⼦化の主な要因の⼀つである
「晩婚化」への対策として、結婚
を希望しながらも出会いの機会の
少ない男⼥を応援する。

成婚10組/年 令和8年3⽉  成婚4組（R8.3.1現在）

 若年層への認知拡⼤を図るため、令和6年度
より、結婚を前提としない交流イベント「平⽇
夜のセミナー」を実施。

 ８回開催(参加者５７人)
B

 コロナ禍以降、マッチングアプリの普
及に伴い、登録者数は従来の3分の2程度
に減少した。
 また、申込者の中⼼層が30代半ばから
40代前後へと⾼年齢化したことで、成婚
に至りにくい状況が続いている。
 こうした課題を背景に、今後も引き続
き結婚を前提としない交流イベント「平
⽇夜のセミナー」を実施し、若年層への
認知拡⼤を図る。

65 介護サービスについての情報提供と質の向上  介護サービスの質の向上をめざし、事業者についての外部
評価およびその情報公開を⾏うよう指導するとともに、利用
者や家族が安⼼してサービスを受けられるように取り組みま
す。

介護保険課  市内介護サービス事業者の⼀覧
表を市のホームページに掲載する
とともに、窓口等で配付する。
 また、介護サービス事業者に対
して外部評価及び情報公開を⾏う
よう指導する。

 介護保険サービス事業者の⼀覧表の改定を⾏
い、市ホームページに掲載するとともに、窓口
等で配布し、必要な時に相談先等がわかるよう
に介護保険サービス事業者の情報提供を⾏っ
た。
 地域密着型サービスの認知症対応型共同生活
介護と小規模多機能居宅介護事業者に対し、外
部評価又は運営推進会議による評価を実施し、
その結果について情報公開を⾏うよう指導し
た。

A

 介護保険サービス事業者の情報を提供
することにより、必要時の相談先の目安
となり安⼼した生活につながった。
 外部評価等の結果を情報公開すること
により適正な事業所運営につながった。
今後も、事業者に評価の実施を指導し、
サービス受給者への人権意識を⾼めるよ
う促していく。

66 妊産婦同⼠が情報交換のできる交流の場づくりの推進  妊娠中や出産および産後の不安を緩和するため､妊産婦同
⼠が気軽に情報交換のできる交流の機会や場づくりを進めま
す｡

こども福祉課  産前・産後サポート事業を実施
し、妊娠期から育児期にかけての
仲間づくり・交流の場づくりの機
会を設け、併せて専⾨職による相
談を通して妊娠・出産・育児への
不安の解消を図る。

「みっきぃたま
ぴよサロン」と
して実施。産前
サポート、産後
サポートを各⽉
１回

令和8年3⽉  プレママクラス（産前サポート）12回、たま
ぴよサロン（産後サポート）12回、離乳食クッ
キング6回を開催しており、妊娠・出産・育児
について学んだり、他の妊産婦との交流を促し
ている。

Ａ

 開催時には、妊産婦同⼠で交流できて
いる。引き続き、横のつながりが出来る
ように事業を継続していく。

67 妊娠や乳幼児に関する相談の充実  安⼼して妊娠・出産ができる地域医療機関や各種サービス
の情報提供を⾏うとともに、⼦どもの発達や健康、育児につ
いての相談に応じます。
 また、不妊相談窓口の開設状況など、必要に応じた適切な
情報提供を継続して⾏います。

こども福祉課  こどもサポートセンターを中⼼
に妊娠・出産・育児等に関する相
談に応じ、不安解消と⺟性の醸成
を図る。
 不妊治療についても助成事業等
の必要な情報を提供する。

 随時、妊娠・出産・育児に関する相談に応じ
ている。
 不妊治療については、個別に相談に応じ、助
成事業等の情報提供を⾏っている。不妊治療の
相談窓口について、広報みきやホームページで
周知を図っている。

Ａ

 丁寧に相談に応じることで、不安解消
に努めている。

68 妊娠届出の早期提出に対する啓発  医療機関と連携しながら妊娠届出の早期提出を啓発し、⺟
⼦健康⼿帳が早期に交付できるよう取り組むことにより、妊
娠初期からの⺟⼦の⼀貫した健康⽀援を進めます｡

こども福祉課  医療機関と連携することで妊娠
届出の早期提出を促進し、⺟⼦健
康⼿帳の早期交付と、妊娠初期か
らの妊婦に対する⼀貫した⼼⾝の
健康⽀援を進める｡

妊娠11 週までの
妊娠届出100％

令和13年度  主な医療機関に妊娠届出書を配布し、早期提
出を促している。広報やホームページに⺟⼦健
康⼿帳の交付について掲載し、QRコードで⾯
談予約が取れるようにしている。

Ａ

 約95％の⽅が妊娠11週までに交付に来
所されている。

こども福祉課  妊娠を望む夫婦や妊娠期〜⼦育
て期の⽗⺟に対し、助成制度や乳
幼児健診、相談業務等ニーズに
沿った保健サービスを提供する。

乳幼児健診（乳
児、1歳6か⽉
児、3歳児）を各
⽉１回

令和8年3⽉  乳幼児健診（乳児・1歳6か⽉・3歳）年36回
実施。妊娠・出産についてや乳幼児の育児や発
達についての相談を受け、必要に応じて専⾨職
の相談機会を設けている。

Ａ

 個々に応じた保健指導や継続的な⽀援
を⾏い、⺟⼦保健の増進を図っている。

健康増進課  町ぐるみ健診・健康相談・健康
教育の実施を通して若年〜⾼年層
の健康意識の向上を図る。

町ぐるみ健診
27回
成人保健相談
12回

令和8年3⽉  成人保健相談(結果相談会) 総合保健福祉セ
ンター8回、吉川健康福祉センター4回実施

町ぐるみ健診︓28回実施
A

 健診や健康相談を通して、生活習慣の
改善などの助言や健康づくりの情報など
を提供できた。

69 ライフステージに応じた保健サービスの提供と健康づくりの推進  出生期から⾼齢期までのライフステージに応じて、健康診
査、相談、検診などの保健サービスを提供します。
 また、ライフステージや⾝体状況に応じて取り組める運動
についての情報を発信します｡
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健康増進課  町ぐるみ健診・健康相談・健康
教育の実施を通して若年〜⾼年層
の健康意識の向上を図る。

成人保健相談
12回

令和8年3⽉  成人保健相談(結果相談会)  総合保健福祉
センター８回、吉川健康福祉センター4回実施

町ぐるみ健診︓2８回実施

A

 成人〜⾼齢者まで健康づくりに関する
情報を提供できた。
 各種健康相談を通して、各ライフス
テージにおける悩みに寄り添い、助言や
健康づくり情報などを提供できた。ま
た、健康相談を通して、生活習慣の改善
などの助言や健康づくりの情報などを提
供できた。
 今後も気軽に相談できる場として周知
が必要。

⾼齢福祉課  認知症や介護予防の取組につい
て、広報で特集ページを企画した
り、市のホームページを活用して
普及啓発を図る。
 また、みっきぃ☆いきいき体操
などの通いの場や介護予防講座の
開催などにより、⾼齢者の健康づ
くりを⽀援する。

認知症サポー
ター養成数
400人

みっきぃ☆いき
いき体操自主教
室
126か所

令和8年3⽉  9⽉の認知症⽉間を中⼼に、認知症の啓発を
⾏った。小学校へ認知症サポーター養成講座の
実施を⾏う等、幅広い年齢層へ正しい認知症の
理解を広めた。
 また、ホームページや健康アプリ、三⽊駅待
合施設のデジタルサイネージ等でみっきい☆い
きいき体操の普及啓発に努め、各教室が自主活
動として取り組めるよう定期的に運動指導員を
派遣する、希望する講座を受講できる介護予防
講座などの⽀援をし、男⼥共に興味がもてる内
容に工夫をした。
 65歳の⽅に介護保険被保険者証を交付する
際、⾼齢者ボランティアポイント事業やフレイ
ル啓発のチラシを同封し、健康づくりや社会参
加の必要性を周知した。

A

 認知症サポーターの養成数は416人を
達成し、認知症の⽅やその家族が暮らし
やすいまちづくりの⼀歩として、男⼥問
わず認知症への正しい知識や理解を周知
した。
 また、新規のみっきぃ☆いきいき体操
の自主教室が３か所⽴ち上がり、市内で
の自主教室が126か所になった。
 区⻑協議会やまちづくり協議会との連
携で、幅広い対象に普及啓発ができた。
今後も引き続き広報やホームページ等を
活用し市内全体への普及啓発に取り組む
とともに、⾼齢者の健康づくりに関し
て、関係団体等との連携を図っていく。

障がい福祉課  障がい者ふれあいスポーツ⼤会
を開催し、スポーツを通じて体⼒
の維持と機能の回復の向上を図
り、かつ社会参加を促進する。

参加者
150人

令和8年3⽉  県主催の「障害者のじぎくスポーツ⼤会」へ
の参加を促した結果24人の参加申し込みがあっ
たが、当⽇は雨天のため中⽌となった。

 市主催の「障がい者ふれあいスポーツ⼤会」
は、実⾏委員会の希望により、密を避けるため
に規模縮小で前半と後半に分けて開催した。種
目はオリジナル卓球バレー、オリジナルボッ
チャ、紙⾶⾏機選⼿権、パンキャッチで、合計
220人の参加者があった。

Ａ

 障がい者ふれあいスポーツ⼤会は特段
⼤きな課題はなかった。引き続き、参加
者の安全に配慮しながら、次年度も開催
する。

71 疾病の予防、検診の充実 基本健診だけでなく各種がん検診などをセットで受診できる
体制を整備します。また、男性特有の病気である前⽴腺が
ん、⼥性特有の病気である⼦宮頸がんや、乳がん、⾼齢⼥性
に多いとされる⾻粗しょう症など、性別や年齢により異なる
健康課題についての知識を普及するとともに、疾病について
の予防対策の学習や相談・検診などを実施します。

健康増進課  各種健診を定期的に受診するこ
とで、疾病の早期発⾒と予防に繋
がることから、町ぐるみ健診等の
受診啓発を進める。がん検診の無
料対象者に無料券の発⾏とともに
受診勧奨の通知を⾏う。

町ぐるみ健診
27回（⼦宮頸が
ん検診9回、乳が
ん検診10回）

令和8年3⽉ 町ぐるみ健診 28回実施
⼦宮頸がん検診を10回、乳がん検診を11回実
施
前⽴腺がん検診 27回実施
⾻粗しょう症検診 27回実施
個別健診7〜2⽉実施
⼦宮がん検診及び乳がん検診の無料対象者の未
受診者へ再勧奨通知の発送を実施した。

A

 各種健診を実施することで疾病の早期
発⾒と予防につなげることができた。
 今後も受診率の向上のため啓発や受診
勧奨に努める必要がある。

70 健康で活動的に過ごせるための⽀援  健康で活動的に過ごせる健康寿命を延伸するため、成人
期・⾼齢期の健康づくりを⽀援します。
 また、うつ病などの⼼の健康に関する相談を実施します。
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人権推進課  性の自己決定に関する啓発を⾏
う。

 デートDVの啓発展示を通じてリプロダク
ティブ・ヘルス／ライツに関わる性の自己決定
権についての市⺠への理解も深めることができ
た。

B

 来年度は、デートDV啓発展示の際に、
性の自己決定権の啓発コーナーを設け、
その比重を⾼めることで、より重点的な
啓発を図りたい。

健康増進課  ⼦宮頸がん検診、乳がん検診等
⼥性特有のがん検診の実施を通じ
て、生殖に関わる⼥性の健康に寄
与していく。

町ぐるみ健診
集団健診での⼦
宮頸がん検診9
回、乳がん検診
10回の実施

令和8年3⽉ 町ぐるみ健診︓28回実施

⼦宮頸がん検診を10回、乳がん検診を11回実
施

A

 検診を実施することで生殖に関わる⼥
性の疾患の早期発⾒に寄与していくこと
ができた。

73 「ユニバーサルデザインのまちづくり」事業の推進  ⾼齢者や障がい者、外国人など、誰もが暮らしやすく活動
できるまちづくりを進めます。

都市政策課  今年度、兵庫県にて、補助要件
緩和等、事業制度の⾒直しについ
て、検討される予定となってお
り、これを受けて、事業の推進の
可否について検討する。

 昨年度に引き続き、兵庫県と、ユニバーサル
社会づくり推進整備事業の⾒直しに関する協議
を⾏った。

B

 今年度、兵庫県にて、補助要件の緩和
等、事業制度の⾒直しを検討されてい
る。R8年度以降、⾒直された県の事業制
度を基に、事業の推進の可否を検討す
る。

72 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖の健康と権利）の
周知啓発

 リプロダクティブ・ヘルス／ライツについて、広く市⺠に
周知啓発します。
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74 男⼥共同参画センター機能の強化  男⼥共同参画社会を実現するための拠点施設として、図
書・資料、講座、交流、情報提供などを充実させます。
 また、⼥性が自らの能⼒を⼗分に発揮し、自分らしく生き
る⼒を⾝につけるための学習の場を提供するとともに、⼥性
が直⾯する様々な問題についての相談事業を実施します。

人権推進課  男⼥共同参画に関する図書や資
料の充実に努めるとともに、男⼥
共同参画センター運営委員会とセ
ミナー等の事業運営について協議
する。
 また、⼥性が直⾯する様々な問
題に対応するため、⼥性のための
相談を実施する。

運営委員会
年5回開催

令和8年3⽉  男⼥共同参画に関する図書等の充実に努め
るとともに、男⼥共同参画センター運営委員
会を以下のとおり開催した。

【図書蔵書数・貸出冊数】
 図書蔵書数 3,080冊
 書の貸出数 15冊⾒込

【男⼥共同参画センター運営委員会】
 令和7年5⽉30⽇(⾦)   1回目
 令和7年8⽉5⽇(⽕)   2回目
 令和7年10⽉15⽇(水) 3回目
 令和7年12⽉18⽇(⽊) 4回目
 令和8年3⽉4⽇(水)   5回目

B

 運営委員会では活発な協議が⾏われ、
委員の⽅より様々な意⾒をいただくこと
ができた。引き続き協議を⾏い、事業の
充実を図りたい。
 ⼀⽅で図書については蔵書数に対して
貸し出しが少なく、⼗分に活用できてい
ないため、貸し出し場所等を検討し、よ
り市⺠の⽅が図書を⼿に取りやすい⽅法
を探る。

総務課  引き続き、男⼥共同参画に関連
した研修への参加を呼びかける。

 内部研修において、男⼥共同参画研修を実
施した。人権推進課及び教育総務課と連携し
て、令和5〜7年度に採用された職員を対象に
研修参加の呼びかけを実施した結果、39名の
参加があった。

A

 引き続き、男⼥共同参画に関連した研
修への参加を呼びかける。

教育総務課  職員が男⼥共同参画社会の実現
をめざす視点をもち、男⼥平等に
ついての意識を⾼めるための研修
を充実する。

 男⼥を問わず、⼦ども⼀人⼀人の人権を⼤
切にする研修を実施した。

Ａ

 今後も定期的に研修を実施すること
で、職員の人権感覚をアップデートし、
意識の向上を図る。

人権推進課  市職員対象の男⼥共同参画研修
を実施する。

 ⼊庁3年目までの職員を対象とした男⼥共
同参画研修を2回(午前午後)実施。

【⽇ 時】令和8年1⽉26⽇(⽉)
【場 所】三⽊市役所
【テーマ】「公的広報を作成する際に男⼥
      共同参画の視点から注意すべき
      こと」
【講 師】小川真知⼦ 先生
     (NPO法人SEAN理事⻑)
【参加者】16人 1回目
     23人 2回目

A

 ジェンダーや男⼥共同参画に関する基
礎知識について学ぶ中で、「アンコン
シャスバイアス(無意識の偏⾒)」に改めて
気づかされた。」という感想が複数⾒受
けられた。
 また、研修を通して初めて「三⽊市の
表現ガイドライン」を目にした職員もお
り、⽇々の情報発信を⾒直す良いきっか
けとなった。
 職員が⽇々の業務や生活の中で男⼥共
同参画について学び意識できるような研
修を、来年度以降も引き続き開催した
い。

75 市職員の意識づくり  市職員の男⼥共同参画に対する意識改⾰のための研修を充
実させます。
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76 市職員に対する各種ハラスメント防⽌に関する研修の実施  市職員に対し、「職場におけるハラスメントの防⽌等に関
する要綱」を周知するとともに、各種ハラスメントの研修を
充実させます。

総務課  職場におけるハラスメント防⽌
に関する職員通知や研修等を実施
する。

 コンプライアンス⾏動推進シートを全職員
に通知し、ハラスメントを含めたコンプライ
アンス⾏動の実践に取り組んだ。
 カスタマーハラスメントに対する職場体制
整備のため、「カスタマーハラスメントに関
する職員アンケート」を実施した。

A

 ハラスメント防⽌のため今後も積極的
に通知を⾏い、職員の更なる意識⾼揚に
努める。
 カスタマーハラスメント対応マニュア
ルやフロー等、組織としての体制整備を
進めるとともに、職員が安⼼して相談
し、対応ができる環境の整備を⾏う。

総務課  令和7年度の人事異動におい
て、性別にとらわれない配置と管
理職への登用を⾏う。

⼥性の管理職
20％を目標とす
る。

令和8年3⽉  管理職（副課⻑相当級以上）に占める⼥性
の割合は24.2％と目標値を上回っている。

A

 引き続き、性別にとらわれない登用を
⾏うとともに、⼥性職員に対してキャリ
アアップ研修を実施するなど意識改⾰を
⾏う。

学校教育課  ⼥性管理職の登用を推進するた
め、管理職としての資質向上及び
⼥性が働きやすい職場環境づくり
に努める。

小・中・特別⽀
援学校における
⼥性管理職登用
率20％の維持。

令和8年3⽉  管理職としての資質向上研修や⼥性が働き
やすい職場環境づくりを⾏った。

A

 小・中・特別⽀援学校における⼥性管
理職の登用率は37.5％で、20％を維持す
ることができた。

78 市役所での⼥性職員に対する人材育成の実施  職場における男⼥間の格差を解消するため、⼥性職員の発
言⼒や自己決定⼒を⾼めるための研修などを実施します。

総務課  引き続き、専⾨実務研修や政策
形成型研修等への参加を呼びかけ
る。

研修参加者の⼥
性割合を20％と
する。

令和8年3⽉  全研修参加者に対する⼥性職員の参加は、
35.9%と目標値を上回っている。

A

 引き続き、専⾨実務研修や政策形成型
研修等への参加を呼びかける。

 引き続き、男性職員の育児休業
や介護休業の取得等の推進を図
る。

市男性職員の育
休取得率85.0％

令和12年度  配偶者等の出産の申し出があった職員に対
し、育児休業制度の説明を⾏った。また、令
和7年4⽉に仕事と介護の両⽴に関する相談窓
口を総務課に設置し、職員からの相談に対応
した。男性職員の育児休業取得は12件（令和
７年度出生件数17件のうち育休取得件数12
件、70.6%） 、介護休業の取得は0件。

A

 引き続き、男性職員の育児休業や介護
休業の取得等の推進を図る。

詳細を具体的施策79のシートに
記載 ― ― ―

80 特定事業主⾏動計画の取組の検証と公表  毎年少なくとも１回は、特定事業主⾏動計画に基づく取組
を検証し、公表します。

総務課  「特定事業主⾏動計画」に基づ
き、取組を推進するとともに、現
計画の目標の進捗状況を確認しな
がら次期計画の策定に取り組む。

 令和7年度取組状況及び現計画の進捗状況
に基づき、令和8年度以降の計画の策定に取
り組んでいるが公表には至っていない。

C

 令和7年度取組状況の公表及び令和8年
度以降の計画の策定に取り組む。

81 業者選定における加点評価導⼊の検討  市が⾏う工事・業務の委託・物品の買⼊れなどの業者選定
において、男⼥共同参画に積極的に取り組む企業への加点評
価などの導⼊について検討します。

財政課  ⼊札等での業者選定において、
男⼥共同参画に積極的に取り組む
企業への加点評価を⾏っている他
市の事例や加点⽅法について研究
する。

令和10 年度末
までに検討

 聞き取り調査の結果、明⽯市が総合評価落
札⽅式における⼊札及び品質評価型⼊札にお
いて、兵庫県と男⼥共同参画社会づくり協定
を締結している業者への加点評価を導⼊済で
あり、明⽯市を除く7市1町は未導⼊であっ
た。

B

 物品・役務の⼊札では、登録業者を点
数により評価していないため、加点評価
を導⼊できない。

総務課79 市役所の男性職員の育児休業・介護休暇などの取得の推進  配偶者などが出産を控えている男性職員や、家族の介護に
直⾯した男性職員に対し、管理職員、または人事担当部局が
育児・介護休業制度について、個別の周知・意向確認を⾏い
ます。

77 市職員や市⽴学校教職員の⼥性管理職への登用促進  性別にとらわれることなく、個人の資質や能⼒により管理
職に登用します。
 また、⼥性管理職登用を推進するため、人材を育成すると
ともに、⼥性が働きやすい職場環境をつくります。
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82 兵庫県や近隣自治体、関係機関などとの連携  関係機関や⺠間団体との連携を深めるとともに、兵庫県
や、近隣市町と連携や情報交換を⾏い、プランを着実に推進
します。

人権推進課  県内及び北播磨管内男⼥共同参
画連絡会議で情報交換を⾏い、他
市町の施策を参考にしながら、プ
ランを推進する。

 以下のとおり県内及び北播磨管内男⼥共同
参画連絡会議で情報交換を⾏い、他市町の施
策を参考にしながら、プランを推進した。

県内男⼥共同参画センター連絡会議
1回目(県)     令和7年5⽉20⽇(⽕)
2回目(伊丹市)   令和7年10⽉22⽇(水)
3回目(丹波篠⼭市) 令和8年2⽉6⽇(⾦)

北播磨管内男⼥センター連絡会
1回目(加東市)   令和7年4⽉24⽇(⽊)
2回目(多可町)   令和7年10⽉31⽇(⾦)
3回目(加⻄市)   令和7年3⽉3⽇(⽕)

A

 県内及び北播磨管内の男⼥共同参画施
策について情報交換を⾏ったことで、他
市町の先進的な施策を把握し、自市のプ
ラン推進に活用できた。
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基本目標Ⅴ　具体的施策№79

具体的施策

施策の内容

記載⽅法

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ C/A

担当課名
配偶者などの

出産を申し出た
男性職員数

Ａのうち個別に
周知・意向調査を
⾏った男性職員数

Aのうち育児
休業を申し出た

職員数
取得⽇数 取得割合

総務課 17 17 12 675 70.6%

 市役所の男性職員の育児休業・介護休暇などの取得の推進

 配偶者などが出産を控えている男性職員や、家族の介護に直⾯した男性職員に対し、管理職員、または人
事担当部局が育児・介護休業制度について、個別の周知・意向確認を⾏います。
※Ａは、令和７年度中に配偶者などの出産を申し出た男性職員数を記載してください。
※Ｂは、令和７年度中に育児休業制度について、個別の周知・意向確認を⾏った男性職員数を記載してくだ
さい。
※Ｃは、Ａのうち、育児休業取得を申し出た男性職員数を記載してください。
※Dは、令和７年度中に育児休業を取得した男性職員全員の、育児休業取得⽇数合計を記載してください。


